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第 12 章 実施計画 

12.1 実施計画策定方針 

10 章の開発戦略では、「貧困農家の脆弱性軽減」および「貧困農家の生計向上」の達成に向けての各

セクターの関係を明確にするとともに、それらに対しアヤクチョ州の地域的特性を踏まえた効率の良

いアプローチを計画した。この戦略を念頭に置き、11 章の開発計画（M/P）では既存資料の検討、現

地踏査、ワークショップ、問題分析などの結果に基づいて、各々のセクターから数多くのプロジェク

トが策定・提案された。本章では、これらのプロジェクトの実施計画を策定する。実施計画策定に当

たり、下記方針を定めた。 

(1) 地域的格差発現の回避を考慮した開発 

開発戦略では、自然的および社会的多様性を示すアヤクチョ州の開発を効率的に行うことを目的

として、地域的特性を反映した開発プログラムを策定した。このプログラムの実施計画策定では、「貧

困農家の生計向上」達成に関し、地域的格差ができるだけ生じないように留意する。SNIP サブプロ

ジェクトは、数多くあり、各地に点在していることから出来るだけ同時に開始し、地域的格差発現

を避けるようにする。「脆弱性軽減」の実施計画においても同様な手法を適用する。 

(2) 相乗効果の発現 

「脆弱性」および「生計」に関連する要因は、単一でなく多様である。このため、「脆弱性軽減」

と「生計向上」を達成するためには、単体のプロジェクト/サブプロジェクトで対応するのではなく、

複数のプロジェクト/サブプロジェクトをもって対応する。この方法は、個々のプロジェクト/サブプ

ロジェクトによる効果だけでなく、それぞれのプロジェクト/サブプロジェクトを組み合わせること

による相乗効果も期待するためでもある。このことを念頭に置き実施計画を策定する。 

(3) 適用可能な予算額の考慮 

開発計画（M/P）を実施するには資金源の確保が必要不可欠である。本調査では、アヤクチョ州で

の新規開発に投資された資金額をもとに、2020 年までの 10 年間の投資しうる予算額を推算し、これ

に基づき実施計画を策定する。 

12.2 2020 年までの実施計画 

12.2.1 事業目標 

現政府は、貧困対策は 重要課題として取り上げ、SIERRA EXPORTADORA や「万人に水を」プロ

グラム（Agua para Todos）を新たに実施するなど積極的に貧困削減、農村開発、社会開発分野の諸問題

に取り組んでいる。一方、アヤクチョ州政府もアヤクチョ州総合開発計画 2007-2024 で「経済開発・生

産性向上」を掲げており、その中で「後進的且つ分断された農牧業活動」を課題の一つとして取り上

げている。本調査では、これらの政策・計画を上位計画として位置づけ、これらと整合性のある開発

計画（M/P）を策定した。実施計画では、10.3.2 項に述べた戦略的開発目標と 10.3.3 項に述べた基本理

念を念頭に置き、「地域的特性を踏まえた貧困農家の脆弱性の軽減と生計向上への貢献」を事業目標と

する。また、10.3.4 項に述べたように、この目標を効率良く達成するために、3 つの開発優先分野とそ

れらに関連する複数の開発優先課題、そしてそれらの開発目標を定めた。各開発優先課題では、その

目標を達成するために必要なプロジェクトを、SNIP の既存サブプロジェクトの類型化により求めると

ともに、必要に応じて新規開発プロジェクトを策定・提案した。第 11 章にて、これらの既存開発プロ
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ジェクトおよび新規開発プロジェクトにおいても、開発目的を定め、それを実現すべく投入計画およ

び実施スケジュールを策定した。 

12.2.2 地域別プログラム 

第 11 章において、郡別標高帯の特性を踏まえ、各セクターで開発プログラムを策定した。また、脆

弱性対策も同様に、地域別の被災状況をもとに対策プログラムを策定した。これらの結果をもとに、

生計向上を目的とする地域別開発プログラムと脆弱性軽減を目的とする地域別脆弱性軽減プログラム

を以下のように纏めた。 

(1) 地域別開発プログラム 

各セクターに対する地域別開発プログラムは、以下の開発プロジェクトから構成される。 

表 12.2.1 開発プロジェクト一覧 

セクター プロジェクト

コード プロジェクト 

(a)  営農/普及 I-(a)-1 優良種子・苗生産プロジェクト 
I-(a)-2 市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト 
I-(a)-3 新産品開発プロジェクト 
I-(a)-4 普及サービス強化プロジェクト 

(b)  畜産 I-(b)-1 牛乳生産支援プロジェクト 
I-(b)-2 肉牛生産支援プロジェクト 
I-(b)-3 アルパカ生産支援プロジェクト 
I-(b)-4 ビクーニャ管理・保護支援プロジェクト 
I-(b)-5 クイ生産効率改善プロジェクト 
I-(b)-6 羊肉・羊毛生産支援プロジェクト 

(c)  内水面漁業 I-(c)-1 内水面漁業支援組織制度能力強化プロジェクト 
I-(c)-2 小規模養殖生産組織向け普及体制構築プロジェクト 
I-(c)-3 小規模養殖場建設プロジェクト 

(d)  植林/環境保全* I-(d)-1 植林計画策定プロジェクト 
I-(d)-2 生産林造成プロジェクト 
I-(d)-3 アグロフォレストリー支援プロジェクト 

(e)  灌漑 I-(e)-1 Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設プロジェクト 
I-(e)-2 Ingalla ダム・灌漑水路建設プロジェクト 
I-(e)-3 旧Cachi 川特別事業第 7 Tambillo 灌漑地区第二期二次水路拡張・改修プロジ

ェクト 
I-(e)-4 新規・拡張灌漑プロジェクト 
I-(e)-5 既存灌漑施設改修プロジェクト 
I-(e)-6 テクニカル灌漑プロジェクト 
I-(e)-7 灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクト 

(f)  道路 I-(f)-1 道路インフラ整備プロジェクト 
I-(f)-2 Acos Vinchos 地区幹線道路改良プロジェクト 
I-(f)-3 Vilcanchos-Ccaruaccocco 地区幹線道路建設プロジェクト 
I-(f)-4 Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 地区幹線道路建設プロジェクト 
I-(f)-5 集落道路参加型維持管理促進プロジェクト 
I-(f)-6 道路整備・維持管理能力強化プロジェクト 

(g)  農産物流通・ 

農産加工 
I-(g)-1 農産物市場流通体制構築プロジェクト 
I-(g)-2 流通インフラ整備促進プロジェクト 
I-(g)-3 農産加工業促進プロジェクト 

(h)  組織能力強化/
研修計画 

I-(h)-1 地方政府生産者組織支援機能強化プロジェクト 
I-(h)-2 地方政府公共投資事業推進機能強化プロジェクト 

出典：JICA 調査団作成 
*：「土壌保全対策プロジェクト」は、その役割から地域別脆弱性軽減プログラムに計上する。 
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11 章の各セクターで作成された、セクター毎の地域別・セクター別開発プログラムを重ね合わせ、

地域別標高帯と開発プロジェクトの関係を示す地域別開発プログラムを策定した。結果を表 12.2.2

に示す。 

表 12.2.2 地域別標高帯と開発プロジェクトの関係 
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

1 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

2 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

3 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

5 ○ ○ ○ ○ △ ◎ ○ ○ ◎ ○

6 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ ○ △ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ◎ ○ ○ ○ △ ○

8 ○ ○ ○ △ ◎ △ △ △ △

9 ◎ ◎ ○ ○ △ ◎ ○ ○ △ ○ ◎ ○ ◎ ◎ △ ◎

10 ○ ○ △ ○ ◎ △ △ ◎ △

11 ○ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ ◎ ◎ △ ◎

12 △ △ ○ △ △ △ △

13 ○ ○ ◎ ○ △ ○ △ ○ ◎ ○ ○ △ ◎ △ ○

14 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

15 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

16 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ △ ○ ◎ ◎ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

18 △ ○ △ △ ◎ ○ ○ ○ △

19 ○ ○ △ △ △ ○ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ △ ○

備考：　◎（関連性　大）、○（関連性　中）、△（関連性　小）

　　：開発プロジェクト一覧

I-(g)-1
流通インフラ整備促進プロジェクト

農産加工業促進プロジェクト

I-(g)-2
I-(g)-3

I-(d)-3
I-(e)-1

道路整備・維持管理能力強化プロジェクト

農産物市場流通体制構築プロジェクト

アグロフォレストリー支援プロジェクト

Cuchoqueseraダム緊急放流システム建設プロジェクト

地方政府生産者組織支援機能強化プロジェクト

地方政府公共投資事業推進機能強化プロジェクト

I-(h)-1
I-(h)-2

I-(c)-2
I-(c)-3

生産林造成プロジェクト

小規模養殖場建設プロジェクト

植林計画策定プロジェクトI-(d)-1
I-(d)-2

小規模養殖生産組織向け普及体制構築プロジェクト

I-(e)-2
I-(e)-3
I-(e)-4
I-(e)-5

全域

営農/普及 畜産
内水面
漁業

組織
能力
強化/
研修
計画No.地

域
郡

各郡主要
標高帯
 (m)

植林/
環境保全

灌漑 道路
農産物
流通/

農産加工

北
部

中
部

南
部

Lucanas

Parinacochas

Paucar del Sara Sara

Vilcas Huaman

Victor Fajardo

Huanca Sancos

Sucre

Huanta

La Mar
Huamanga

Cangallo

2000-4000
<2000

2000-4000
2000-4000
≧4000

2000-4000
2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000

I-(a)-1 優良種子・苗生産プロジェクト

I-(a)-2

I-(a)-4
I-(a)-3

I-(b)-1
I-(b)-2
I-(b)-3
I-(b)-4
I-(b)-5

I-(f)-5
Ayahuanco-Sntillana-Llochegua地区幹線道路建設プロジェクト

集落道路参加型維持管理促進プロジェクト

I-(b)-6
I-(c)-1

羊肉・羊毛生産支援プロジェクト

内水面漁業支援組織制度能力強化プロジェクト

I-(f)-6

テクニカル灌漑プロジェクト

灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクト

道路インフラ整備プロジェクト

I-(e)-6
I-(e)-7
I-(f)-1
I-(f)-2
I-(f)-3
I-(f)-4

クイ生産効率改善プロジェクト

Acosvinchos地区幹線道路改良プロジェクト

Vilcanchos-Ccaruaccocco地区幹線道路建設プロジェクト

ビクーニャ管理・保護支援プロジェクト

肉牛生産支援プロジェクト

アルパカ生産支援プロジェクト

Ingallaダム・灌漑水路建設プロジェクト

市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト

新産品開発プロジェクト

普及サービス強化プロジェクト

牛乳生産支援プロジェクト

旧Cachi川特別事業第7 Tambillo灌漑地区第二期二次水路拡張・改修プロジェクト

新規・拡張灌漑プロジェクト

既存灌漑施設改修プロジェクト

 
出典：JICA 調査団作成 

アヤクチョ州全域においては、全ての郡に関係する開発プロジェクトを投入する。一方、アヤク

チョ州の北部、中部、南部においては、それぞれの地域的特性から生計向上に必要な開発プロジェ

クトが明らかとなった。各地域の開発計画に関連する主要セクターと投入する開発プロジェクトを

以下に示す。 

【北部地域】 
北部地域 関連主要セクター 

全域 営農/普及、畜産、植林/環境保全、灌漑、道路、農産物流通/農産加工 

州 大の消費地アヤクチョ市へのアクセスが良く、他地域に比べて農作物の生産量が多く、且つ

作物多様性が高いという地域的長所を伸ばすため、営農/普及と農産物流通/農産加工セクターの開発
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プロジェクトを実施する。 

Huanta 郡 2,000 m 未満及び La Mar 郡では、永年作物（商用作物）の生産が盛んであるが、生産技

術の不十分のため、生産量及び品質が高くない。この課題を克服するため、営農/普及セクターの開

発プロジェクトを投入する。 

畜産の生産量と生計向上を結びつけるため、畜産セクターの開発プロジェクト（ビクーニャ管理・

保護支援プロジェクトを除く）を実施する。 

大面積林業経営のポテンシャルがある Huanta 郡及び La Mar 郡において、植林/環境保全セクター

の開発プロジェクトを投入する。 

灌漑（テクニカル灌漑含む）及び道路の高い開発ニーズに合致した開発プロジェクトを実施する。 

同地域は、アヤクチョ州を 3 地域に分類した中で開発ポテンシャルが も高く、開発プロジェク

ト同士の相乗効果も期待できる。また、州の生計向上の活動を牽引する中心的役割を担う地域でも

ある。 

【中部地域】 
中部地域 関連主要セクター 

Huamanga 隣接郡 営農/普及、農産物流通/農産加工 
中標高帯 営農/普及、畜産、植林/環境保全、灌漑、道路 
高標高帯 畜産 

Huamanga 郡に隣接した Cangallo 郡及び Vilcas Huaman 郡では、消費地に近いという地の利を活か

す営農/普及セクターの開発プロジェクトを投入し、その農産物を有効活用する。このため、農産流

通/農産加工セクターの開発プロジェクトを実施する。 

畜産セクターの開発プロジェクトは、中標高帯のみならず、農業生産が厳しい高標高帯において

も投入することが出来る。 

農業生産が可能な中標高帯では、灌漑及び道路の開発ニーズに合致した開発プロジェクトを実施

する。 

同地域は、農業生産が可能な中標高地域においては灌漑及び道路を開発し、それ以上の標高帯で

は畜産を主として振興する。消費地アヤクチョ市近郊の地域では、品質の高い農作物の生産性向上

と、その農作物を市場に結びつける流通体制の構築が求められる。 

【南部地域】 
南部地域 関連主要セクター 

Puquio 市周辺 営農/普及、農産物流通/農産加工 
中標高帯 営農/普及、畜産、植林/環境保全、灌漑、道路、内水面漁業、農産物流通/農産加工 
高標高帯 畜産、内水面漁業 

州南部の中心都市 Puquio 市や Ica 州へのアクセスが良い地域では、営農/普及と農産物流通/農産加

工セクターの開発プロジェクトを投入する。 

州内 大の高級採毛野生動物ビクーニャ生息域という好条件を活かして、畜産セクターの開発プ

ロジェクトを実施する。 

湖沼が多く内水面漁業のポテンシャルがあり、州政府は南部を内水面漁業の強化地区に位置づけ

られていることから、内水面漁業セクターの開発プロジェクトを導入する。 

中標高帯では、開発ニーズの高い灌漑・道路セクターの開発プロジェクトを投入する。 
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同地域は州内の市場と同時に他州の市場をにらみながら、内水面漁業といった新たな生計向上の

手段を導入することが可能な地域である。 

以上の結果を踏まえて、地域別標高帯開発マップを図 12.2.1 に示す。 

 
出典：JICA 調査団作成 

図 12.2.1 地域別標高帯生計向上開発マップ 
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(2) 地域別脆弱性軽減プログラム 

各セクターで地域別脆弱性軽減プログラムを構成するプロジェクトは下表のとおりである。なお、

灌漑セクターのプロジェクトに関しては、その主目的の一つが作物への必要水量の安定供給である。

これは旱魃という脆弱性に対し、非常に効果的な対策であることから、灌漑施設構築に関係するプ

ロジェクトのみ地域別脆弱性軽減プログラムにも計上した。 

表 12.2.3 脆弱性軽減関連プロジェクト一覧 

セクター プロジェクト

コード プロジェクト 

(a) 脆弱性対策 II-(a)-1 脆弱性軽減能力向上基礎情報整備プロジェクト 
II-(a)-2 脆弱性軽減能力向上気象モニタリング強化・拠点整備プロジェクト 
II-(a)-3 集落脆弱性軽減能力向上プロジェクト 
II-(a)-4 災害頻発道路緊急改修プロジェクト 

(b) 植林/環境保全 II-(b)-1 土壌保全対策プロジェクト 
(c) 灌漑 I-(e)-1 Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設プロジェクト 

I-(e)-2 Ingalla ダム・灌漑水路建設プロジェクト 
I-(e)-3 旧Cachi 川特別事業第 7 Tambillo 灌漑地区第二期二次水路拡張・改修プロジ

ェクト 
I-(e)-4 新規・拡張灌漑プロジェクト 
I-(e)-5 既存灌漑施設改修プロジェクト 
I-(e)-6 テクニカル灌漑プロジェクト 
I-(e)-7 灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクト 

出典：JICA 調査団作成 

これらの脆弱性軽減関連プロジェクトと地域別標高帯との関係を示す地域別脆弱性軽減プログラ

ムを作成した。表 12.2.4 に結果を示す。 

表 12.2.4 地域別標高帯と脆弱性軽減開発プロジェクトの関係 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

備考：　◎（関連性　大）、○（関連性　中）、△（関連性　小）

　　：開発プロジェクト一覧

旧Cachi川特別事業第7 Tambillo灌漑地区第二期二次水路拡張・改修プロジェクト

I-(e)-7 灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクト

◎◎全域 ◎ ◎

I-(e)-6 I-(e)-7II-(b)-1 I-(e)-1

脆弱性対策
植林/
環境
保全

I-(e)-4 I-(e)-5I-(e)-2 I-(e)-3II-(a)-1 II-(a)-2 II-(a)-3 II-(a)-4

No.地
域

郡
各郡主要
標高帯
(m)

北
部

中
部

南
部

Lucanas

Parinacochas

Paucar del Sara Sara

Vilcas Huaman

Victor Fajardo

Huanca Sancos

Sucre

Huanta

La Mar
Huamanga

Cangallo

2000-4000
<2000

2000-4000
2000-4000
≧4000

2000-4000
2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

△

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000
≧4000

2000-4000

II-(a)-1

I-(e)-1

II-(a)-3

II-(b)-1

II-(a)-2

II-(a)-4 災害頻発道路緊急改修プロジェクト

土壌保全対策プロジェクト

◎

○

△

◎

○

◎

△

○

◎

△

△

○

◎

○

◎

△

○

◎

◎

○

◎

○

△

○

△

○

◎

△

△

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

△

○

△

◎

○

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

○

△

◎

◎

○

○

◎

◎

○

◎

◎

○

◎

◎

○

○

○

△

○

灌漑

脆弱性軽減能力向上基礎情報整備プロジェクト

脆弱性軽減能力向上気象モニタリング強化・拠点整備プロジェクト

集落脆弱性軽減能力向上プロジェクト

I-(e)-2
I-(e)-3
I-(e)-4 新規・拡張灌漑プロジェクト

Ingallaダム・灌漑水路建設プロジェクト

Cuchoqueseraダム緊急放流システム建設プロジェクト

I-(e)-5
I-(e)-6 テクニカル灌漑プロジェクト

既存灌漑施設改修プロジェクト

○

 
出典：JICA 調査団作成 

この表から、アヤクチョ州の北部、中部、南部における脆弱性軽減に必要な関連プロジェクトが
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明らかとなった。州全体に脆弱性対策が必要であるが、特に北部と北部に近い中部が脆弱性対策を

より必要としている。以上の結果を踏まえて、地域別標高帯脆弱性軽減マップを図 12.2.2 に示す。 

 
出典：JICA 調査団作成 

図 12.2.2 地域別標高帯脆弱性軽減マップ 
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12.2.3 実施スケジュール 

(1) 策定方針 

実施スケジュールは下記事項を考慮して作成された。 

 実施スケジュールは、短期（2011-2014）、中期（2011-2017）、長期（2011-2020）の目標を念

頭に置き、策定された。 

 実施スケジュールは、各セクター間での実施順位を考慮して策定された。 

 各セクター内において、それぞれのプロジェクトの効果が効率良く発現できるように考慮し

た。 

なお、実施計画を実行するときには、特に SNIP サブプロジェクトが数多く含まれているプロジェ

クトの実行については、地域的格差が生じないような配慮が必要である。 

(2) 実施総事業費の概算 

11.2 節で概算された開発投資予想額を念頭に置き、下記 3 ケースに対して事業費を検討した。 

ケース 1 

このケースは、第 1 優先グループを対象とした。予備費（約 15%）を含め、総事業費は 5 億 1,600

万ソレスと概算された。この金額は、GDP が 3%で伸びた場合の開発投資予想額（約 6 億 7,600 万ソ

レス）の 76%、6%で伸びた場合（約 7 億 9,900 万ソレス）の 65%に相当する。総金額では、まだ余

裕があると言える。 

ケース 2 

このケースは、第 2 優先グループまでを対象とした。予備費（約 15%）を含め、総事業費は 11 億

900 万ソレスと概算された。この金額は、GDP が 6%で伸びた場合の開発投資予想額（約 7 億 9,900

万ソレス）の 39%増しで、大幅に越えている。 

ケース 3 

このケースは、ケース 1 では総金額的に余裕があること、ケース 2 では総事業費が開発投資予想

額を大幅に越えていることから、その間に入るように灌漑セクターと道路セクターは第 1 優先グル

ープのみとし、他セクターは第 2 優先グループまで含めるものとした。灌漑セクターと道路セクタ

ーを第 1 優先グループのみとした主たる理由は、事業費が他セクターに比べ高いこと、第 1 優先グ

ループの案件数が多いこと、および州と地方政府の実施レベルを考慮したことによる。特に、灌漑

セクターは「山岳地域灌漑整備事業」で 7 案件(6,134 ha)の実施が本実施時期に予定されていること

も考慮した。この結果、総事業費は予備費（約 15%）を含め 6 億 6,500 万ソレスとなった。この総

事業費は、3%で伸びた場合の開発投資予想額（約 6 億 7,600 万ソレス）とほぼ同額であり、6%で伸

びた場合（約 7 億 9,900 万ソレス）の 83%に相当する。 

以上の 3 ケースの検討結果から、本調査ではケース 3 の実施を提案する。 

(3) プロジェクトの開始時期の検討 

11 章で提案された 39 プロジェクトの実施スケジュールを作成するにあたり、これらのプロジェク

トの開発優先時期をセクター間およびセクター内に分けて検討した。 

セクター間での実施順序の検討 

 プロジェクトの持続性に、組織･制度に係るプロジェクトは必要不可欠と看做し、早期に開始



 

12-9 

する計画とする。 

 脆弱性対策は、現在、貧困農家の脆弱性が深刻な問題であることに鑑み、短期を中心に展開

することとする。 

 灌漑と道路は、生産基盤の整備に係ることから、早期に開始する。 

 営農/普及、畜産および内水面漁業が市場に視点をおいた生計向上を目指していることを考慮

して、農産物流通の開始時期を早くする。 

 植林/環境保全は、脆弱性軽減に関連する土壌保全対策を除き、中期から後期にかけて展開す

る。 

セクター内での実施順序の検討 

開発計画（M/P）の目的達成には、各セクターで提案された全てのプロジェクトの実施が必要不

可欠である。しかし、州予算および職員数などに制限があるため、全プロジェクトを同時に開始

することは不可能である。したがい、プロジェクトの性質から下表のとおり優先度を付けた。 

表 12.2.5 各プロジェクトの実施順序とその理由 
プロジェクト 年

数
実施
順序

理由 

(I) 生計向上 
(a) 営農/普及 
I-(a)-1: 優良種子・苗生産プロジェクト 4 2 ジャガイモ等州全域で幅広く栽培されている既存作物を対象

としている。また、種子という基礎的事項の改善であるため、
優先度は高い。 

I-(a)-2: 市場競争力強化・作物多様化促
進プロジェクト 

6 3 新品種・作物導入を目的としており、対象地区も限定される。
このため、基礎的事項を幅広く支援する他プロジェクトより優
先度（緊急度）は低い。 

I-(a)-3: 新産品開発プロジェクト 2 3 新産品開発を目的としており、対象地区も限定される。本プロ
ジェクトは更なる生計向上を目指すものゆえ、基礎的事項を幅
広く支援する他プロジェクトより優先度（緊急度）が低い。

I-(a)-4: 普及サービス強化プロジェクト 10 1 営農/普及プログラムを構成するプロジェクトの効率的実施に
は、まず、実施の中心となる普及員・普及システムの改善が重
要であるため、優先度は高い。本プロジェクトでは展示圃およ
び篤農家グループを形成するが、これらをその後の他プロジェ
クトで活用することも可能である。 

(b) 畜産 
I-(b)-1: 牛乳生産支援プロジェクト 4 2 乳牛は頭数が多く、州内の広い範囲で飼育されており、また州

内では牛乳が不足しているものの施設建設コストが高く、消費
地へのアクセスに左右されるため受益者の拡大に時間が限ら
れるため優先度は中程度。 

I-(b)-2: 肉牛生産支援プロジェクト 4 1 肉牛は頭数が多い。州内の広い範囲で飼育している農家の重要
な所得源であるため優先度は高い。 

I-(b)-3: アルパカ生産支援プロジェクト 3 1 アルパカは頭数が多い。州内の広い範囲で飼育している農家の
重要な所得源であるため優先度は高い。 

I-(b)-4: ビクーニャ管理・保護支援 
 プロジェクト 
 

2 2 近年のビクーニャ保護の結果、頭数は増加している（保護の成
果が出ている）ため、本プロジェクトは他プロジェクトより優
先度（緊急度）は低い。 

I-(b)-5: クイ生産効率改善プロジェクト 3 2 プロジェクト対象地区が限られているため、本プロジェクトは
より広い範囲を対象とする他プロジェクトより優先度（緊急
度）が低い。 

I-(b)-6: 羊肉・羊毛生産支援 
 プロジェクト 

3 1 羊は頭数が多く、州内の広い範囲で飼育されている農家の重要
な所得源であるため、本プロジェクトの優先度は高い。また、
羊は他家畜より牧草劣化を起こしやすいため、環境保全対策が
必要である。 
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プロジェクト 年
数

実施
順序

理由 

(c) 内水面漁業 
I-(c)-1: 内水面漁業支援組織制度能力強

化プロジェクト 
5 1 本プロジェクトの目的は、内水面漁業振興計画を策定するとと

もに支援組織制度の強化を図るものであり、本セクターで真っ
先に行うべきプロジェクトである。 

I-(c)-2: 小規模養殖生産組織向け普及体
制構築プロジェクト 

5 2 本プロジェクトは、内水面漁業振興計画に基づき養殖生産組織
の形成・強化、並びに養殖技術普及体制の構築を図るもので、
優先度は内水面漁業支援組織制度能力強化プロジェクトに次
ぐ。 

I-(c)-3: 小規模養殖場建設プロジェクト 5.5 3 上述の2つのプロジェクトにより基礎的要素が固められた後、
本プロジェクトに着手する。従い、3プロジェクトの中で優先
度は低い 

(d) 植林/環境保全 
I-(d)-1: 植林計画策定プロジェクト 5.5 1 アヤクチョ州の植林全体計画の策定、植林関係の職員の能力向

上と住民への植林意識啓蒙・技術の普及を目指している。州全
体計画は各植林プロジェクトを効率的、計画的に進める上で重
要である。また、職員・住民の能力及び意識を向上させ、各植
林プロジェクトのより効果的な実施が可能となる。したがっ
て、本プロジェクトの優先度は も高い。 

I-(d)-2: 生産林造成プロジェクト 4.5 2 薪炭の供給と、主要産業である農業・畜産の収入を補完するた
めの生産林の造成であり、土壌保全対策プロジェクトに比較し
て優先度（緊急度）は低い。 

I-(d)-3: アグロフォレストリー支援 
 プロジェクト 

6 2 農地・牧草地を気象害から守り、土壌に栄養分を供給し、商業
樹種の導入によって副収入を得ることを目的とする。気象害対
策としては貧困農家の脆弱性軽減に寄与するため優先度は高
いが、それはプロジェクトの効果の一部である。このため、優
先度（緊急度）は生産林造成プロジェクトとほぼ同様の順位と
する。 

(e) 灌漑 
I-(e)-1: Cuchoqueseraダム緊急放流 
 システム建設プロジェクト 

2.5 1 本プロジェクトは、アヤクチョ州への上水および電気供給が主
目的である。実施中の案件であり、一部が残されているため、
早急に取り掛かる必要がある。 

I-(e)-2: Ingallaダム・灌漑水路建設 
 プロジェクト 

4.5 3 本プロジェクトは、農牧業が主体の極貧困地域に位置してい
る。牧草および畑作物の2期作を目指している。概要書が既に
承認されているがPre-F/S及びF/Sが必要である。 

I-(e)-3: 旧Cachi川特別事業第7 Tambillo
灌漑地区第二期二次水路拡張・
改修プロジェクト 

4 2 既存灌漑地区の拡張・改修プロジェクトである。テクニカル灌
漑を導入することにより、効率的な灌漑を実現し、増産・増収
を目的とする。既存地区の拡張・改修であることから、優先度
は中程度である。 

I-(e)-4: 新規・拡張灌漑プロジェクト 10 1 本プロジェクトは、SNIPサブプロジェクトをまとめたもので
ある。既にSNIPで承認されていることから、早急に着手する。

I-(e)-5: 既存灌漑施設改修プロジェクト 10 1 本プロジェクトも、SNIPサブプロジェクトをまとめたもので
ある。既にSNIPで承認されていることから、早急に着手する。

I-(e)-6: テクニカル灌漑プロジェクト 10 1 本プロジェクトも、SNIPサブプロジェクトをまとめたもので
ある。既にSNIPで承認されていることから、早急に着手する。

I-(e)-7: 灌漑基礎情報整備･システム 
 構築プロジェクト 

2 1 本プロジェクトは、灌漑プロジェクトに関する基礎的情報をデ
ータベース化するもので、灌漑プロジェクトの現状を把握する
だけでなく、計画する上で重要なプロジェクトである。従い、
優先度は高い。 

(f) 道路 
I-(f)-1: 道路インフラ整備プロジェクト 10 1 本プロジェクトは、SNIPサブプロジェクトをまとめたもので

ある。サブプロジェクトの70%以上が承認されていることか
ら、早急な実施が求められる。 

I-(f)-2: Acos Vinchos地区幹線道路改良
プロジェクト 

2 1 本プロジェクトは、州都アヤクチョに近く位置し、生産地と市
場を結びつける重要な道路である。従い、優先度は高い。 

I-(f)-3: Vilcanchos-Ccaruaccocco地区 
 幹線道路建設プロジェクト 

3 2 本プロジェクトは、州都のあるHuamanga郡の近くである。開
発優先度は、「Acos Vinchos地区幹線道路改良プロジェクト」
に準じる。 

I-(f)-4: Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 
 地区幹線道路建設プロジェクト 

4 3 本プロジェクトは、Huanta郡に位置し、アヤクチョ州北部の農
産物の搬送に重要であるが、主要な市場との結びつきから判断
すれば、上記2件の地区幹線道路よりは、開発優先度は低い。
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プロジェクト 年
数

実施
順序

理由 

I-(f)-5: 集落道路参加型維持管理促進 
 プロジェクト 

2.5 1 本プロジェクトは、貧困農家の生産活動と直接結びつくことか
ら、開発優先度は高い。 

I-(f)-6: 道路整備・維持管理能力強化 
 プロジェクト 

3 1 本プロジェクトは、関連機関の運営・維持管理能力を高めるも
のである。従い、プロジェクトの持続性の観点から早期に実施
すべきと考える。 

(g) 農産物流通/農産加工 
I-(g)-1: 農産物市場流通体制構築プロジ

ェクト 
4 1 農産物流通体制の構築を図ろうとするものであり、当セクター

のベースとなる事業である。故に優先度は高い。 
I-(g)-2: 流通インフラ整備促進プロジェ

クト 
6 2 流通インフラは、各地区の生産量の増加に従い必要となるが、

上記農産物市場流通体制構築プロジェクトが軌道に乗り始め
て必要となるプロジェクトであることより、優先度は中程度。

I-(g)-3: 農産加工業促進プロジェクト 6 3 農産加工業は、中長期的に進めていく事業であり、現時点では、
原料となる農畜産品の生産も少ないことより、現時点での優先
度は低い。 

(h) 組織能力強化/研修計画 
I-(h)-1: 地方政府生産者組織支援機能強

化プロジェクト 
4.5 1 本プロジェクトは、生産者組織の能力向上を目論むものである

から、実施優先度は高い。 
I-(h)-2: 地方政府公共投資事業推進機能

強化プロジェクト 
3 1 本プロジェクトは、SNIPサブプロジェクトの促進を図るため

の地方政府の能力向上を目的とする。アヤクチョ州には数多く
のSNIPサブプロジェクトが挙げられており、これらの事業化
促進が必要である。この意味において、早期実施が必要である。

(II) 脆弱性軽減 
(a) 脆弱性対策 
II-(a)-1:  脆弱性軽減能力向上基礎情報

整備プロジェクト 
2 1 効率的な支援計画の立案・実施には信頼できる情報の確保が大

前提のため、本プロジェクトの優先度は高い。 
II-(a)-2:  脆弱性軽減能力向上気象モニ

タリング強化・拠点整備プロジ
ェクト 

2 2 「基礎情報プロジェクト」と同様に信頼できる情報の確保を目
的とするが、十分な気象分析には観測技術・施設整備後も長期
間のモニタリングが必要な点で異なる。従い、本プロジェクト
の実施は他プロジェクトより遅れても特に問題ない（優先度が
低い）。 

II-(a)-3: 集落脆弱性軽減能力向上プロ
ジェクト 

2 2 「基礎情報プロジェクト」で得られる信頼できる情報を持って
本プロジェクトを実施した方が効率的。従い本プロジェクトの
優先度は低い。 

II-(a)-4 : 災害頻発道路緊急改修プロジ
ェクト 

2 1 本プロジェクトは脆弱性被害が既に発生している道路の緊急
整備であるため、優先度は高い。 

(b) 土壌保全 
II-(b)-1:土壌保全対策プロジェクト 5 1 農地・牧草地の土壌侵食を防止し、土壌浸透能を向上させるこ

とによって生産基盤の保全を図る。本プロジェクトは貧困農家
の脆弱性軽減に直接寄与するため、優先順位は高い。 

出典：JICA 調査団 

上述の実施順序の検討結果に基づき、実施スケジュールを作成した。図 12.2.3 に実施スケジュ

ールを示す。 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

備考

8,000,000

内水面漁業支援組織制度能力強化プロジェクト

小規模養殖生産組織向け普及体制構築プロジェクト

I-(b)-3

20,800,000
31,900,000

500,000
111,600,000

I-(e)-5 既存灌漑施設改修プロジェクト

6,200,000
2,900,000
2,800,000
2,500,000

I-(e)-4 新規・拡張灌漑プロジェクト

I-(f)-3 Vilcanchos-Ccaruaccocco地区幹線道路建設プロジェクト

I-(f)-6
I-(g)-1

道路整備・維持管理能力強化プロジェクト

I-(b)-4
I-(b)-5

羊肉・羊毛生産支援プロジェクト

I-(e)-6 テクニカル灌漑プロジェクト

578,400,000

I-(b)-2

出典：JICA調査団作成

86,600,000
665,000,000

小計

予備費(小計の約15%)

合計

I-(g)-2
I-(g)-3

組織能力強化/
研修計画

I-(h)-1

(b) 畜産 I-(b)-1

20182013 2014 2015

I-(a)-2

2016プロジェク
トコード

I-(ｄ)-3

II-(a)-3

(a) 脆弱性対策 II-(a)-1
II-(a)-2

(h)

I-(f)-4

I-(g)-1

I-(f)-5

I-(a)-3

I-(a)-1(a)  営農/普及

脆弱性軽減および生計向上に貢献

目標/セクター

(I) 生計向上

I-(ｄ)-2

I-(e)-2
I-(e)-3

(g) 農産物流通/農
産加工

I-(e)-1

I-(f)-1

(e) 灌漑

(f) 

I-(c)-1

I-(ｄ)-1

(c) 内水面漁業

(d) 植林/環境保全

33,200,000

長期 (2011-2020)

中期 (2011-2017)

短期 (2011-2014)

脆弱性軽減および生計向上の促進、支援体制の確立

予防的、緊急的、復旧的措置の実施、支援
体制の強化

I-(e)-6

4,200,000

20172011 2012

概算事業費
（ソレス）

2019 2020

10,500,000

(II) 脆弱性軽減

I-(b)-3

I-(e)-7

I-(f)-3
I-(f)-2

I-(c)-2
I-(c)-3

I-(b)-4
I-(b)-5
I-(b)-6

(b) 植林/環境保全

II-(a)-4
II-(b)-1

小規模養殖場建設プロジェクト

8,300,000
15,700,000
12,800,000
45,300,000

道路

I-(e)-4
I-(e)-5

I-(f)-6

I-(h)-2

I-(a)-2
I-(a)-3
I-(a)-4

I-(b)-6

I-(a)-1 優良種子・苗生産プロジェクト

I-(c)-3

I-(c)-1

市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト

新産品開発プロジェクト

牛乳生産支援プロジェクトI-(b)-1
普及サービス強化プロジェクト

I-(c)-2

I-(e)-3 旧Cachi川特別事業第7 Tambillo灌漑地区第二期二次水路拡張・改修ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

I-(e)-2 Ingallaダム・灌漑水路建設プロジェクト

I-(e)-1 Cuchoqueseraダム緊急放流システム建設プロジェクト

植林計画策定プロジェクト

生産林造成プロジェクト

アグロフォレストリー支援プロジェクト

I-(d)-2
I-(d)-1

I-(d)-3

灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクトI-(e)-7
I-(f)-1 道路インフラ整備プロジェクト

I-(f)-2 Acosvinchos地区幹線道路改良プロジェクト

農産物市場流通体制構築プロジェクト

農産加工業促進プロジェクトI-(g)-3

I-(f)-4 Ayahuanco-Sntillana-Llochegua地区幹線道路建設プロジェクト

I-(f)-5 集落道路参加型維持管理促進プロジェクト

II-(b)-1 土壌保全対策プロジェクト

地方政府公共投資事業推進機能強化プロジェクト

II-(a)-4
II-(a)-3 集落脆弱性軽減能力向上プロジェクト

災害頻発道路緊急改修プロジェクト

I-(h)-2

II-(a)-2 脆弱性軽減能力向上気象ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ強化・拠点整備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

II-(a)-1 脆弱性軽減能力向上基礎情報整備プロジェクト

肉牛生産支援プロジェクト

アルパカ生産支援プロジェクト

ビクーニャ管理・保護支援プロジェクト

クイ生産効率改善プロジェクト

I-(h)-1 地方政府生産者組織支援機能強化プロジェクト

I-(g)-2 流通インフラ整備促進プロジェクト

7,700,000

7,400,000
21,300,000

I-(a)-4 4,000,000

I-(b)-2

19,500,000
15,800,000
6,900,000

19,600,000

6,400,000
7,400,000

20,300,000
300,000

6,800,000
21,800,000
16,400,000
12,800,000
13,100,000

5,600,000
4,000,000

26,500,000

10,600,000

3,000,000
4,000,000

 
出典：JICA 調査団作成 

図 12.2.3 実施スケジュール 
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(3) 年度別開発投資予想額との比較 

実施スケジュールに基づき、開発可能投資額と年度別事業費を、GDP の伸び率 3%と 6%の 2 ケー

スに対して比較した。結果を下表に示す。 

表 12.2.6 年度別開発投資予想額と事業費の比較 

年 GDP の伸び率 3% (百万ソレス) GDP の伸び率 6%(百万ソレス) 
開発投資予想額 事業費 差 開発投資予想額 事業費 差 

2011 59 39 20 61 39 22 
2012 61 61 0 64 61 3 
2013 63 68 -5 68 68 0 
2014 64 72 -8 72 72 0 
2015 66 72 -6 77 72 5 
2016 68 79 -11 81 79 2 
2017 70 80 -10 86 80 6 
2018 73 80 -7 91 80 11 
2019 75 71 4 97 71 26 
2020 77 43 34 102 43 59 
合計 676 665 11 799 665 134 

出典：JICA 調査団 

12.3 プロジェクトシートの作成 

第 11 章では、本調査での事業目標である「地域的特性を踏まえた貧困農家の脆弱性の軽減と生計向

上に貢献」を達成するため、各セクターから数多くのプロジェクトが提案された。これらのプロジェ

クトの概要を理解し易いように、プロジェクトシートに纏めた（添付資料-7）。プロジェクトシートに

は、プロジェクト名、期間、対象者/対象地区、実施機関、背景・内容、実施組織、上位目標、目的、

成果/便益、活動、アウトプット、投入、留意事項などが記載されている。 

12.4 公共投資事業（インフラ）に関する投資前スタディの TOR 作成 

12.4.1 灌漑 

灌漑セクターの中で提案された 7 プロジェクトのうち、SNIP の規定（投資金額が 600 万ソレス以上）

で Pre-F/S が必要なプロジェクトは、下記 3 件である。これらのプロジェクトの投資前スタディの TOR

を以下のように作成した。 

(1) Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設計画（Construcción del Sistema de Descarga 
de Emergencia de la Presa Cuchoquesera）SNIP Code 86821 

表 12.4.1 投資前スタディ TOR - Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設計画 
項目 業務内容 

現況調査 

 気象水文データ収集・検証、流域の確認 
 Cuchoquesera ダムへの確率洪水流入量の解析 
 受益地の社会状況調査（社会制度、行政組織、人口、家族・年齢構成、教育、インフラ、

家計、貧困度、農畜産物の流通状況、価格など） 
 灌漑の現況調査（面積、収量、作付体系など） 
 発電・上水供給の現況調査 

Cachi 川特別事業全

体との整合性 
 Cachi 川特別事業の現状および将来の計画の確認 

危険の分析 

 洪水の他、地震、ダム堤体内の浸透、堤体の沈下、法面侵食、人為的誤操作、テロなどの

危険可能性の検討 
 過去の洪水記録に基づくダムへの確率高水流入量の算定 
 緊急放流工を建設しない場合の直接的および間接的な損害の算定 
 農業に対する被害および発電・上水その他のインフラおよび社会的被害の算定 
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項目 業務内容 

緊急放流工緒元の

検討 

 ダムでの水需要と流入量に基づく、貯水量・水位の変化のシミュレーション、設計洪水に

対して現在 32m3/sec と設定されている放流工の流量の検証 
 これに基づく、シュート、トンネルなどの構造物の緒元決定 

緊急放流工の運

用・維持管理 

 洪水時の警報発令・予報通達のシステムの確認 
 その際の緊急放流工の操作マニュアル、下流域への警報システムの検討・提言 
 施設の運用・維持管理に係わる組織・体制の提言 

事業費 

 確率洪水量ごとの緊急放流工の建設費の算定 
 施設の維持管理算定 
 プロジェクト実施の費用算定 
 資金源の検討 

環境・社会配慮 
 緊急放流工建設による環境・社会配慮の検討 
 緊急放流が下流域の生態系に与える影響の検討 

事業効果分析 

 プロジェクトの未実施・実施による効果分析 
 事業投資効果分析（IRR）・感度分析 
 事業実施計画の策定 
 プロジェクトデザインマトリックス（PDM）の作成 
 ベースライン調査計画・事業事後評価計画の策定 

出典：JICA 調査団 

(2) Morochucos 地区 Ingalla ダム・灌漑水路建設計画（Construcción Presa Ingalla y Canales 
de Riego）SNIP Code 87269 

表 12.4.2 投資前スタディ TOR - Morochucos 地区 Ingalla ダム・灌漑水路建設計画 
項目 業務内容 

現況調査 

 自然状況調査（気象水文、地形、地質・土質、土壌など） 
 受益地の社会状況調査（社会制度、行政組織、人口、家族・年齢構成、教育、インフラ、

家計、貧困度、農畜産物の流通状況、価格など） 
 受益地の営農・畜産状況調査（作付面積、作付体系、飼育家畜頭数、土地利用ポテンシャ

ル、収量、自家消費・販売量、販売経路など） 

灌漑計画の策定 

 農家の灌漑に対する要望の確認（ワークショップ、アンケートなど） 
 利用可能な水源およびその利用可能量の検討 
 効率的な灌漑を実施するための作付計画の策定、家畜を含めた水需要量の算定 
 降水量・利用可能灌漑量・作付計画に基づく可能灌漑開発面積の算定 
 取水・送水・配水に必要な施設の検討 
 農畜産物の市場販売の検討 

排水計画の策定 
 現況排水状況調査 
 計画単位排水量の検討 
 排水に必要な施設の検討 

組織・能力強化  効率的・持続可能な灌漑のための農民組織および維持管理の提言 

環境・社会配慮 
 Ingalla ダム建設による生態系および社会環境への影響の検討 
 灌漑施設建設・灌漑実施による社会環境影響の検討および対策の提言 

事業効果分析 

 灌漑・排水施設建設のための事業費および灌漑導入による便益の算定および経済分析

（IRR・感度分析） 
 灌漑施設導入に伴う社会的効果の分析 
 資金源の検討 
 施設建設・事業実施計画の策定 
 プロジェクトデザインマトリックス（PDM）の作成 
 ベースライン調査計画・事業事後評価計画の策定 

出典：JICA 調査団 
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(3) 旧カチ特別事業第 2 期 Tambillo 第 7 灌漑区水路延長・修復計画（Ampliación y 
Mejoramiento de Canal Lateral de Unidad de Riego No. 7 Tambillo II Etapa, en el 
Sistema de Riego ex PERC）SNIP Code 87235 

表 12.4.3 投資前ｽﾀﾃﾞｨ TOR - 旧カチ特別事業第 2 期 Tambillo 第 7 灌漑区水路延長・修復計画 
項目 業務内容 

現況調査 

 自然状況調査（気象水文、地形、地質・土質、土壌など） 
 受益地の社会状況調査（社会制度、行政組織、人口、家族・年齢構成、教育、インフラ、

家計、貧困度、農畜産物の流通状況、価格など） 
 受益地の営農・畜産状況調査（作付面積、作付体系、飼育家畜頭数、土地利用ポテンシャ

ル、収量、自家消費・販売量、販売経路など） 

灌漑計画の策定 

 農家の灌漑に対する要望の確認（ワークショップ、アンケートなど） 
 効率的な灌漑を実施するための作付畜産計画の策定、水需要量の算定 
 降水量・利用可能灌漑量・作付畜産計画に基づく可能灌漑開発面積の算定 
 取水・送水・配水に必要な施設の検討 
 農畜産物の市場販売の検討 
 Cachi 川特別事業の全体計画との整合性確認 

排水計画の策定 
 現況排水状況調査 
 計画単位排水量の検討 
 排水に必要な施設の検討 

組織・能力強化  効率的・持続可能な灌漑のための農民組織および維持管理の提言 
環境・社会配慮  灌漑施設建設・灌漑実施による社会環境影響の検討および対策の提言 

事業効果分析 

 灌漑・排水施設建設のための事業費および灌漑導入による便益の算定および経済分析

（IRR・感度分析） 
 灌漑施設導入に伴う社会的効果の分析 
 資金源の検討 
 施設建設・事業実施計画の策定 
 プロジェクトデザインマトリックス（PDM）の作成 
 ベースライン調査計画・事業事後評価計画の策定 

出典：JICA 調査団 

12.4.2 道路 

運輸セクターから 6 プロジェクトが提案された。その多くは SNIP のサブプロジェクトから選ばれて

おり、また優先サブプロジェクトの多くは既に基本計画書（perfil）が承認されている。これらの 6 プ

ロジェクトのうち、「道路インフラ整備プロジェクト」、「Acos Vinchos 地区幹線道路改良プロジェクト」、

「集落道路参加型維持管理促進プロジェクト」、「道路管理・維持管理能力強化プロジェクト」は、既

に承認されているか、インフラ事業でないことから TOR の作成対象とならない。TOR 作成対象プロジ

ェクトに関し、以下に TOR を述べる。 

(1) Vilcanchos - Ccaruaccocco 地区幹線道路建設プロジェクト 

本プロジェクトは Pre-F/S が提出されたが、コメント付きで差し戻されている。修正のための TOR

を以下にまとめた。 

表 12.4.4 投資前スタディ TOR - Vilcanchos - Ccaruaccocco 地区幹線道路建設プロジェクト 
項目 業務内容 

背景 
Ccarhuaccocco、Urancancha、Antacocha およびMiraflores 集落間の交通インフラに問題があり、貨

物・住民の移動に不便を強いられている。 

目的 
Ccarhuaccocco-Urancancha-Antacocha-Miraflores間集落道路建設に関するPre-F/Sレベルの投資前ス

タディを更新すると同時に、プロジェクトの投資費用から必要と規定されている環境社会影響評

価を実施する。 

関連計画 
州および地方の道路セクターの開発計画、公共投資多年度プログラムとの整合性を考慮する。計

画に必要なすべての情報を取り入れる。 
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現況分析 

以下に関連した道路に関する現在および以前の状況を分析する。 
質的・量的な現在の基準指標および過去の変遷とその要因 
受益者の分析 
受益地の状況 
自然現象に起因する危険・脆弱性の分析 

問題点の確認 中心的な問題点の詳細を把握する。その主な要因を量的・質的な面から解析する。 

需要の分析 
現在の需要をその決定要因を示して明らかにする。旅客・貨物の交通実態を調査、プロジェクト

の影響範囲、対象受益者を明確にし、計画対象期間における幹線道路の利用状況・需要を予測す

る。 

道路サービスの

分析 

現在の道路インフラの状況を把握し、道路サービスの限界を明らかにする。道路サービスの主要

な制限要素を洗い出し、適切なサービスを阻害する問題点を示す。国の基準に則り、現況の比較

分析を行う。収益性を左右する主要要因を考慮して、プロジェクトを実施しない場合の 良の状

況を想定する。プロジェクトライフ中の利用状況を推定し、 適状態のサービスを計画する。 
需要と道路サー

ビスの比較 
現在および将来における、需要と適切なサービスを享受できない層（非受益者）を予測する。 

代替案の技術的

検討 

プロジェクトの目的達成のため現在提案されている事業案と代替案を記述する。工事区間、建設

工法、規模、工期、プロジェクトライフなどの主要項目を提示する。プロジェクトライフ内に起

こる恐れのある災害により予想される破損・損害の軽減策を提案する。目標を設定する。事業実

施のために投入すべきコンサルタント、施設などの数量を示す。 

費用積算 
代替案ごとに費目費用を積算する。その際数量と単価を精査する。現状に基づいた、プロジェク

トを実施しない場合の維持管理費を見積もる。それぞれの代替案に対してプロジェクトを実施し

ない場合、実施する場合の増加費用を算定する。 

便益算定 
需要と供給を新たに分析した結果に基づき、それぞれの代替案に対する便益を予測する。現在考

えられる 良の投資によりもたらされる便益を算定する。プロジェクト実施・非実施の便益の差

異を求める。 

経済評価 
以下の手法を適用してそれぞれの代替案に対する経済分析結果を示す。 
a) 対費用便益 現在価値（NPV）および内部収益率（IRR） 
b) 対費用効果 

感度分析 
便益、費用の変化に影響する要因を示す。便益・費用の変化に関与する要因の考えうる変動範囲

を想定し、収益性の動向を分析する。プロジェクトの社会的収益性を損なわない変動範囲を明ら

かにする。 
自立発展性の 
分析 

プロジェクトライフ中に予想される便益を確保するための条件を明らかにする。 

環境影響 
プロジェクト実施による正および負の環境影響を確認、分析、評価する。また負のインパクトの

回避手段を提案する。環境対策費はそれぞれのプロジェクト代替案に対する費用に含む。その対

策範囲に関しては運輸通信省のDIGASA と協議する。 

代替案の検討 
社会評価・感度分析および自立発展性の検討結果に基づき、代替案から 終案を選定する。選定

された案を提示し、定められた 適の場所・建設工法・規模で予定どおりの構造物・サービスが

実現されることを示す。 
ロジカルフレー

ムワーク 
選択された代替案についてのロジカルフレームワーク 終案を提示する（モニタリング・事後評

価段階で考察されるべき関連指標、現在および将来の数値）。 

人的投入 
プロジェクト統括者、道路インフラ専門家（道路計画・設計の経験 15 年以上）、土質・舗装専門

家、構造物専門家、環境専門家、事業分析専門家 
出典：Pre-F/S での必要 低限の内容（財務省、2009 年 2 月） 

(2) Ayahuanco - Sntillana - llochegua 地区幹線道路建設プロジェクト 

本プロジェクトの Perfil は承認されている。本プロジェクトは投資金額の規模から F/S までが必要

となるため、今後 Pre-F/S と F/S を実施する必要がある。以下に F/S の TOR を示す。 

表 12.4.5 投資前ｽﾀﾃﾞｨ TOR - Ayahuanco - Santillana - llochegua 地区幹線道路建設プロジェクト 
項目 業務内容 

背景 
対象地域は農産物・畜産物・林産物の地方市場への輸送が困難である。集落が散在しているた

め輸送インフラが整っていない。 

目的 
Callqui - Caraymayo - Choromina - Llamanniyocc - Viscatán - Pampa Aurora を結ぶ幹線道路建設のた

めの Pre-F/S、F/S レベルの投資前スタディを実施する。更に事業規模から必要とされている環

境社会配慮の調査も実施する。 
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関連計画 
州および地方の道路セクターの開発計画、公共投資多年度プログラムとの整合性を考慮する。

計画に必要なすべての情報を取り入れる。 

現況分析 

以下に関連した道路に関する現在および以前の状況を分析する。 
質的・量的な現在の基準指標および過去の変遷とその要因 
受益者の分析 
受益地の状況 
自然現象に起因する危険・脆弱性の分析 

問題点の確認 
中心的な問題点の詳細を把握する。その主な要因を量的・質的な面から解析する。（Pre-F/S 段

階で実施） 

需要の分析 
現在の需要をその決定要因を示して明らかにする。旅客・貨物の交通実態を調査、プロジェク

トの影響範囲、対象受益者を明確にし、計画対象期間における幹線道路の利用状況・需要を予

測する。 

道路サービスの

分析 

現在の道路インフラの状況を把握し、道路サービスの限界を明らかにする。道路サービスの主

要な制限要素を洗い出し、適切なサービスを阻害する問題点を示す。国の基準に則り、現況の

比較分析を行う。収益性を左右する主要要因を考慮して、プロジェクトを実施しない場合の

良の状況を想定する。プロジェクトライフ中の利用状況を推定し、 適状態のサービスを計画

する。 
需要と道路サー

ビスの比較 
現在および将来における、需要と適切なサービスを享受できない層（非受益者）を予測する。

代替案の技術的

検討 

プロジェクトの目的達成のため現在提案されている事業案と代替案を記述する。工事区間、建

設工法、規模、工期、プロジェクトライフなどの主要項目を提示する。プロジェクトライフ内

に起こる恐れのある災害により予想される破損・損害の軽減策を提案する。目標を設定する。

事業実施のために投入すべきコンサルタント、施設、設備一般および専門要員などの数量を示

す（F/S のために選択された代替案を検討する）。 

費用積算 
代替案ごとに費目費用を積算する。その際数量と単価を精査する。現状に基づいた、プロジェ

クトを実施しない場合の維持管理費を見積もる。それぞれの代替案に対してプロジェクトを実

施しない場合、実施する場合の増加費用を算定する。 

便益 
需要と供給を新たに分析した結果に基づき、それぞれの代替案に対する便益を予測する。現在

考えられる 良の投資によりもたらされる便益を算定する。プロジェクト実施・非実施の便益

の差異を求める。 

経済評価 
以下の手法を適用してそれぞれの代替案に対する経済分析結果を示す。 
a) 対費用便益 現在価値（NPV）および内部収益率（IRR）を示す。 
b) 対費用効果 

民間企業参入の

検討 
民間企業の視点での費用・便益分析を行う。施設の建設および運営に係わる民間セクターの参

入可能性を検討する。（Pre-F/S では検討不要） 
危険分析 予想される収益の分析: 社会現在価値、民間現在価値（Pre-F/S では不要） 

感度分析 
便益、費用の変化に影響する要因を示す。便益・費用の変化に関与する要因の考えうる変動範

囲を想定し、収益性の動向を分析する。プロジェクトの社会的収益性を損なわない変動範囲を

明らかにする。 
自立発展性の 
分析 

プロジェクトライフ内に予想される便益を確保するための条件を明らかにする。 

環境影響 
プロジェクト実施による正および負の環境影響を確認、分析、評価する。また負のインパクト

の回避手段を提案する。環境影響対策費はそれぞれのプロジェクト代替案に対する費用に含む。

その対策範囲に関しては運輸通信省のDIGASA と協議する。 

代替案の検討 
社会評価・感度分析および自立発展性の検討結果に基づき、代替案から 終案を選定する。選

定された案を提示し、定められた 適の場所・建設工法・規模で予定どおりの構造物・サービ

スが実現されることを示す。（Pre-F/S で実施） 
組織と管理 各コンポーネントでの も適切な実施体制を提言する。 
実施計画 プロジェクトの実施計画を策定する。 
財源 投資および運営段階での資金計画を策定する。 
ロジカルフレー

ムワーク 
選択された代替案についてのロジカルフレームワーク 終案を提示する（モニタリング・事後

評価段階で考察されるべき関連指標、現在および将来の数値）。 
ベースライン ベースライン調査実施のための方法、指標を示し、費用を積算、実施計画を策定する。 

人的投入 
プロジェクト統括者、道路インフラ専門家（道路計画・設計の経験 15 年以上）、土質・舗装専

門家、構造物専門家、環境専門家、事業分析専門家 
出典：Pre-F/S での必要 低限の内容（財務省、2009 年 2 月） 
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12.4.3 流通インフラ 

アヤクチョ州流通インフラ整備の基礎構築として市場流通システム構築プロジェクトが提案された。

このプロジェクトは、アヤクチョ州市場流通システム構築に向けてモデル事業を実施し、貧困農家層

の社会参画の機会の向上を図るものである。そのためには、種々のパイロット事業の投入が必要であ

り、公的資金投入が求められる。ペルー国では、公的資金投入の場合には SNIP に規定されているプロ

セスを踏まえる必要がある。当プロジェクト実施においても、SNIP プロセスを根底におき、必要書類

を作成し、認可を得ていく。このプロジェクトの投資前スタディの TOR は以下のとおりである。 

表 12.4.6 投資前ｽﾀﾃﾞｨ TOR -市場流通システム構築プロジェクト 
項目 業務内容 

生産量・流通量の予測 - ポテンシャル作物の検討 
- 各ポテンシャル作物の各生産地別生産量・流通量予測 
- 開発シナリオの設定 
- シナリオに基づいたモデル事業への需要予測 

対象地区の類型化と問題点分析 - 各ポテンシャル作物生産地の類型化 
- 類型化地区における問題点把握 
- 各ポテンシャル作物流通改善に対する代替案の提示 
- 各ポテンシャル作物栽培の優位性分析 
- 各ポテンシャル作物栽培地におけるワークショップの実施 

品目別アプローチの設定 - 各ポテンシャル作物流通改善に関する具体的代替案の提示 
- 代替案実施に向けての概略費用の推定 
- 代替案実施の経済的妥当性分析（需給分析） 

品目別モデル事業の確定 - パイロット事業実施地区の選定 
- パイロット事業内容の確定 
- パイロット事業実施体制の検討 

モデル事業実施計画の策定 - プロジェクト事業内容の策定 
- プロジェクト事業費用の確定 
- 実施体制の検討 
- 農家参画方法の確定 

事業評価 - 各パイロット事業便益の確定 
- 私企業参画の可能性分析 
- リスク分析 
- 持続性分析 

環境評価 - 各パイロット事業環境調査 
事業計画 - 資金計画の策定 

- プロジェクトロジカルフレーム策定 
- インパクト評価ベースラインの設定 

出典：JICA 調査団 

12.5 開発計画（M/P）の妥当性の検討 

(1) 開発計画（M/P）投資額の妥当性 

開発計画（M/P）投資額の妥当性を評価するため、第 11 章で述べた開発投資予算額（予測）と開

発計画（M/P）投資総額を比較評価した。開発計画（M/P）投資総額を表 12.5.1 に示す。 

表 12.5.1 開発計画（M/P）投資額の概要 
セクター下の開発プログラム 投資額（1,000 ソレス） % 

営農／普及 55,400 10 
畜産 44,800 8 
内水面漁業 30,000 5 
植林／環境保全 42,300 7 
灌漑 135,300 23 
道路 152,800 26 
農産物流通・農産加工 51,000 9 
脆弱性対策 43,100 8 
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セクター下の開発プログラム 投資額（1,000 ソレス） % 
組織強化 23,700 4 
小計 578,400 100 
予備費（小計の約 15%） 86,600  
合計 665,000  
出典：JICA 調査団 

開発計画（M/P）の投資総額 6 億 6,500 万ソレスは、11.2.1 項で述べた、2011 - 2020 年までの 10 年

間に本実施計画に適用可能な投資予算総額（予測）7 億 9,900 万 – 8 億 3,000 万ソレスの 80 - 83%に

あたる。アヤクチョ州の過去 4 年間の投資予算消化率（76 - 92%）は他州と比較し高い水準にあり、

これらを勘案すると妥当な額と判断される。ただし、これらのプログラムを効率的に実施するため

には、更なる要員能力向上が必要なことは確実であり、これに関する取り組みを 2011 年度中に開始

することが重要となる。 

プログラム構成では予備費を除いた投資総額 5億 7,800万ソレスの内、23%が灌漑プログラム、26%

が道路プログラムであり、これらプログラムで全体の 49%を占める。アヤクチョ州の人口は都市部

に集中する一方、主要産品である農産品は農村部で生産されており、また、アヤクチョ州では農業

生産には水の確保が絶対条件である。このことから、道路、灌漑インフラの整備は「産品を市場に

結びつけ、農家生計を向上する」ための前提条件となっている。さらに、道路、灌漑インフラの整

備は気象脆弱性軽減対策としても重要な意味を持っている。以上より、灌漑、道路プログラムの高

い比率は妥当性が高いと判断される。 

(2) 各プログラムを構成するプロジェクト投資額の妥当性 

プログラムを構成する各プロジェクトの投資額妥当性を分析するため、プロジェクトと SNIP 実施

済・実施中プロジェクトの 1 人あたり投資額を比較した。この結果を表 12.5.2 に示す。なお、投資

額は開発計画（M/P）のプロジェクト、SNIP 実施済み・実施中サブプロジェクト共に 2009 年末換算

の額である。 

表 12.5.2 プロジェクトの受益者数と 1 人あたりの投資額 

プロジェクト 投資額 
(1,000 ｿﾚｽ) 受益者数*

1人あたり 
投資額 
(ｿﾚｽ) 

SNIP 実施済・中
プロジェクト 

1 人あたり 
最小-最大投資額

(ｿﾚｽ) 
営農／普及  
I-(a)-1: 優良種子・苗生産プロジェクト 10,500 13,600 772 63-9,258
I-(a)-2: 市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト 33,200 77,800 427 63-9,258
I-(a)-3: 新産品開発プロジェクト 7,700 13,200 583 63-9,258
I-(a)-4: 普及サービス強化プロジェクト 4,000 44,000 91 63-9,258

小計 55,400 148,600 373 63-9,258
畜産  
I-(b)-1: 牛乳生産支援プロジェクト 7,400 45,300 163 19-1,111
I-(b)-2: 肉牛生産支援プロジェクト 21,300 49,000 435 19-1,111
I-(b)-3: アルパカ生産支援プロジェクト 4,200 6,500 646 19-1,111
I-(b)-4: ビクーニヤ管理・保護支援プロジェクト 6,200 4,900 1,265 19-1,111
I-(b)-5: クイ生産効率改善プロジェクト 2,900 21,400 136 19-1,111
I-(b)-6: 羊肉・羊毛生産支援プロジェクト 2,800 4,100 683 19-1,111

小計 44,800 131,200 341 19-1,111
内水面漁業  
I-(c)-1: 内水面漁業支援組織制度能力強化プロジェクト 2,500 106,400 23 113-479
I-(c)-2: 小規模養殖生産組織向け普及体制構築プロジェクト 8,000 106,400 75 113-479
I-(c)-3: 小規模養殖場建設プロジェクト 19,500 180,700 108 113-479

小計 30,000 393,700 76 113-479
小計（計画・能力開発プロジェクト除く） 19,500 180,700 108 113-479
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プロジェクト 投資額 
(1,000 ｿﾚｽ) 受益者数*

1人あたり 
投資額 
(ｿﾚｽ) 

SNIP 実施済・中
プロジェクト 

1 人あたり 
最小-最大投資額

(ｿﾚｽ)
植林／環境保全  
I-(d)-1: 植林計画策定プロジェクト 15,800 361,200 44 2-11,059
I-(d)-2: 生産林造成プロジェクト 6,900 7,500 920 2-11,059
I-(d)-3: アグロフォレストリー支援プロジェクト 19,600 64,500 304 2-11,059

小計 42,300 433,200 98 2-11,059
灌漑  
I-(e)-1: Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設
 プロジェクト 8,300 51,100 162 39-12,206

I-(e)-2: Ingalla ダム・灌漑水路建設プロジェクト 15,700 1,100 14,274 39-12,206
I-(e)-3: 旧Cachi 川特別事業第 7 Tambillo 灌漑地区第二期二次

水路拡張・改修プロジェクト 12,800 2,700 4,740 39-12,206

I-(e)-4: 新規・拡張灌漑プロジェクト 45,300 46,800 967 39-12,206
I-(e)-5: 既存灌漑施設改修プロジェクト 20,800 31,100 668 39-12,206
I-(e)-6: テクニカル灌漑プロジェクト 31,900 21,700 1,470 39-12,206
I-(e)-7: 灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクト 500 329,500 2 39-12,206

小計 135,300 484,000 280 39-12,206
小計（計画プロジェクト除く） 134,800 154,500 872 39-12,206

道路  
I-(f)-1: 道路インフラ整備プロジェクト  
 新規建設および更新 79,700 558,000 143 3-14,191
 改修 25,000 125,900 199 3-14,191
 橋およびその他付帯構造物 6,900 34,600 199 3-14,191
I-(f)-2: Acos Vinchos 地区幹線道路改良プロジェクト 6,400 7,300 877 3-14,191
I-(f)-3: Vilcanchos-Ccaruaccocco 地区幹線道路建設
 プロジェクト 7,400 2,200 3,364 3-14,191

I-(f)-4: Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 地区幹線道路建設
 プロジェクト 20,300 9,900 2,051 3-14,191

I-(f)-5: 集落道路参加型維持管理促進プロジェクト 300 21,600 14 3-14,191
I-(f)-6: 道路整備・維持管理能力強化プロジェクト 6,800 5,400 1,259 3-14,191

小計 152,800 764,900 200 3-14,191
小計（計画・能力開発プロジェクト除く） 145,700 737,900 197 4-14,191

農産物流通／農産加工  
I-(g)-1: 農産物市場流通体制構築プロジェクト 21,800 99,600 219 63-9,258
I-(g)-2: 流通インフラ整備促進プロジェクト 16,400 32,500 505 63-9,258
I-(g)-3: 農産加工業促進プロジェクト 12,800 24,500 522 63-9,258

小計 51,000 156,600 326 63-9,258
*直接・間接受益者を含む。 
出典：JICA 調査団 

上表に示すとおり、各プログラム共に受益者 1人当たり投資額は、全体的に低めであるもののSNIP

実施済・実施中プロジェクトの 大- 小 1 人当たり投資額の範囲に収まっており、投資額はほぼ妥

当と判断される。 

畜産セクター・プログラム「ビクーニヤ管理・保護支援プロジェクト」と灌漑セクター・プログ

ラム「Ingalla ダム・灌漑水路建設プロジェクト」の受益者 1 人当たり投資額がこの範囲を超えてい

るが、超えている割合が 17%以下なので金額的には概ね妥当と判断される。 

(3) 各プログラムを構成するプロジェクトの開発優先課題に対する効果 

アヤクチョ州貧困農家の脆弱性軽減と生計向上を効率良く達成するため、「貧困農家の脆弱性軽

減」、「貧困農家の生計向上」および「地方組織の能力向上」の 3 つの開発優先分野とそれぞれに付

属する複数の開発優先課題を定めた。開発計画（M/P）で提案された数多くのプロジェクトのこれら

に対する貢献度を 3 段階で評価した。表 12.5.3 に示すとおり、各プロジェクトはそれぞれ 2、3 の課

題に対し改善効果を持っており、開発計画（M/P）全体では全ての開発優先課題を網羅している。こ

れまで述べてきたように、アヤクチョ州農村部の貧困削減には、情報整理、インフラ整備、組織強
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化、技術強化など包括的な対応が必要である。これらの活動をバランス良く実施し、相互作用を高

めることにより効率的な支援につながる。  

表 12.5.3 開発優先課題に対する各プロジェクトの効果 

プロジェクト 

開発優先分野と開発優先課題 

貧困農家の脆弱性軽減 貧困農家の生計向上 地方組織の能力向上 

冷
害
対
策 

旱
魃
対
策 

気
候
変
動
へ
の 

対
応 

道
路
補
強
と 

維
持
管
理 

生
産
技
術
強
化 

農
産
物
流
通
強
化 

生
産
資
源
保
全 

資
金
調
達
の 

強
化 

州
政
府
の
能
力 

強
化 

地
方
政
府
の 

能
力
強
化 

地
方
行
政
組
織
間

の
連
携
強
化 

集
落
組
織
の 

能
力
強
化 

農
業
普
及
体
制
の

強
化 

脆弱性対策                         

II-(a)-1: 脆弱性軽減能力向上基礎情報整備プロジェクト ◎ ◎ ◎   △       ○ △ △     

II-(a)-2: 脆弱性軽減能力向上気象モニタリング強化・拠点整備 
 プロジェクト ◎ ◎ ◎   △       ○ △       

II-(a)-3: 集落脆弱性軽減能力向上プロジェクト ◎ ◎ ◎   △             ○ △

II-(a)-4: 災害頻発道路緊急改修プロジェクト       ◎   ○     ○ ○ △     

営農/普及                         
I-(a)-1: 優良種子・苗生産プロジェクト ○ ○ ○   ◎   ○   ◎ ◎    △

I-(a)-2: 市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト ○ ○ ○   ◎ ○   ○ ○ ○   △ △

I-(a)-3: 新産品開発プロジェクト ○ ○ ○   ◎     ○ ○ ○   △ △

I-(a)-4: 普及サービス強化プロジェクト ○ ○ ○   ◎   ○ ○ ○ ○   △ △

畜産                         

I-(b)-1: 牛乳生産支援プロジェクト         ◎     ○ ○ ○   ○ △

I-(b)-2: 肉牛生産支援プロジェクト        ◎     ○ ○ ○   ○ △

I-(b)-3: アルパカ生産支援プロジェクト         ◎   ○ ○ ○ ○   ○ △

I-(b)-4: ビクーニヤ管理・保護支援プロジェクト             ◎   ○ ○   ○ △

I-(b)-5: クイ生産効率改善プロジェクト         ◎     ○ ○ ○   ○ △

I-(b)-6: 羊肉・羊毛生産支援プロジェクト         ◎     ○ ○ ○   ○ △

内水面漁業                         

I-(c)-1: 内水面漁業支援組織制度能力強化プロジェクト         ○      ◎ ◎ △ ○ △

I-(c)-2: 小規模養殖生産組織向け普及体制構築プロジェクト         ○    ○ ○ ○   ◎ ◎

I-(c)-3: 小規模養殖場建設プロジェクト         ◎    △ △ △   ○ △

植林/環境保全                         

I-(d)-1: 植林計画策定プロジェクト △ ○ ○      ◎   ○ ○ △ △   

I-(d)-2: 生産林造成プロジェクト   ○ ○      ◎   ○ ○ △ △   

I-(d)-3: アグロフォレストリー支援プロジェクト   ○ ○   ○  ◎   ○ ○ △ △   

II-(b)-1: 土壌保全対策プロジェクト       ◎ ○   ◎ ○ ○ ○ △ ○ △

灌漑                         

I-(e)-1: Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設プロジェクト ○               ○ ○ △     

I-(e)-2: Ingallaダム・灌漑水路建設プロジェクト ○ ◎ ○   ◎   ○   ○ ○ △ ○   

I-(e)-3: 旧Cachi 川特別事業第 7 Tambillo 灌漑地区第二期二次水路

拡張・改修プロジェクト ○ ◎ ○  ◎   ○   ○ ○ △ ○   

I-(e)-4: 新規・拡張灌漑プロジェクト ○ ◎ ○   ◎   ○   ○ ○ △ ○   

I-(e)-5: 既存灌漑施設改修プロジェクト ○ ◎ ○   ◎   ○   ○ ○ △ ○   

I-(e)-6: テクニカル灌漑プロジェクト ○ ◎ ○   ◎   ○   ○ ○ △ ○   

I-(e)-7: 灌漑基礎情報整備・システム構築プロジェクト                 ◎ ○ △     

道路                         

I-(f)-1: 道路インフラ整備プロジェクト       ◎   ◎     ○ ○ △     

I-(f)-2: Acos Vinchos 地区幹線道路改良プロジェクト       ◎   ◎     ○ ○ △     

I-(f)-3: Vilcanchos-Ccaruaccocco地区幹線道路建設プロジェクト       ◎   ◎     ○ ○ △     

I-(f)-4: Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 地区幹線道路建設 
 プロジェクト       ◎   ◎     ○ ○ △     

I-(f)-5: 集落道路参加型維持管理促進プロジェクト       ◎   ◎   △       ◎   

I-(f)-6: 道路整備・維持管理能力強化プロジェクト       ◎   ◎     ○ ○ △     

農産物流通･農産加工                           

I-(g)-1: 農産物市場流通体制構築プロジェクト           ◎     ○ ○ △ ○ △

I-(g)-2: 流通インフラ整備促進プロジェクト           ◎     ○ ○ △ ○ △

I-(g)-3: 農産加工業促進プロジェクト         ○ ◎   ◎ ○ ○ △ ○ △

組織能力強化/研修計画                         

I-(h)-1: 地方政府生産者組織支援機能強化プロジェクト ○ ○ ○  ○ ○ △ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

I-(h)-2: 地方政府公共投資事業推進機能強化プロジェクト ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ △ ◎ ◎ ◎     

出典：JICA 調査団 

(4) 開発計画（M/P）の対費用効果 

開発計画（M/P）で提案された 39 プロジェクトのうち、生産に直接関係するプロジェクトを示す

と下表のとおりとなる。受益者数も併せて同表に示す。 
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表 12.5.4 生産に直接関連するプロジェクトとその受益者数 

プロジェクト 投資額 
（1,000 ソレス） 受益者数 

営農／普及     
I-(a)-1: 優良種子・苗生産プロジェクト 10,500 13,600
I-(a)-2: 市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト 33,200 77,800

小計 43,700 91,400
畜産  

I-(b)-1: 牛乳生産支援プロジェクト 7,400 45300
I-(b)-2: 肉牛生産支援プロジェクト 21,300 49000
I-(b)-3: アルパカ生産支援プロジェクト 4,200 6500
I-(b)-4: ビクーニヤ管理・保護支援プロジェクト 6,200 4900
I-(b)-5: クイ生産効率改善プロジェクト 2,900 21400
I-(b)-6: 羊肉・羊毛生産支援プロジェクト 2,800 4100

小計 44,800 131,200
灌漑  

I-(e)-1: Cuchoquesera ダム緊急放流システム建設プロジェクト 8,300 51,100
I-(e)-2: Ingalla ダム・灌漑水路建設プロジェクト 15,700 1,100
I-(e)-3: 旧Cachi 川特別事業第 7 Tambillo 灌漑地区第二期二次水路拡張・改修プロジェクト 12,800 2,700
I-(e)-4: 新規・拡張灌漑プロジェクト 45,300 46,800
I-(e)-5: 既存灌漑施設改修プロジェクト 20,800 31,100
I-(e)-6: テクニカル灌漑プロジェクト 31,900 21,700

小計 134,800 154,500
内水面漁業  

I-(c)-3: 小規模養殖場建設プロジェクト 19,500 49,800
小計 19,500 49,800

植林／環境保全  

I-(d)-2: 生産林造成プロジェクト 6,900 7,500
小計 6,900 7,500
合計  433,400

出典：JICA 調査団 

上述の生産セクターの受益者数（直接も間接も含めて）は 433,400 人と概算される。アヤクチョ州

の農民は生活上のリスク回避の観点から、複合農業を営んでいる。このことから、これらの受益者

はその生計手段が複数のセクターに跨っていると推察される。この状況に関して、アヤクチョ州に

は明確な資料がない。従い、本検討では、受益者１人あたり 2 プロジェクトに関与すると仮定する

と、プロジェクトによる受益者数は合計 216,700 人と推算される。一方、アヤクチョ州の貧困人口は

総人口の 78%と言われている。2009 年のアヤクチョ州の人口が 642,972 人であるから、貧困人口は

凡そ 500,000 人となる。本開発計画（M/P）は、ゾーニングの結果に基づき貧困地域を対象としてい

ることから、事業実施による直接的・間接的な受益効果は、貧困人口の約 40%に及ぶと推察される。 

さらに、各生産関連のセクターに関するプロジェクトにつき、概略な経済的妥当性を検討した。

その結果を下表に示す。 
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表 12.5.5 生産に直接関連するプロジェクトの IRR と B/C 

プロジェクト 投資額*
(千ｿﾚｽ)

年間便益

(千ｿﾚｽ)
IRR
(%) B/C** 特記事項 

営農/普及      
I-(a)-1: 優良種子・苗生産プロジェクト 10,500 1,843 14 1.3 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物、新規・既存地区それぞれを対象地区と想定。

優良種子導入による収量増加幅を 10%、品種統一・品

質改善等による価格増加幅を 30%と仮定し便益算出。

I-(a)-2: 市場競争力強化・作物多様化促進

プロジェクト 
33,200 5,765 14 1.3 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物、新規・既存地区それぞれを対象地区と想定。

栽培技術改善による収量増加幅を 5%、高付加価値産品

導入・品種統一・品質改善等による価格増加幅を 100%
と仮定し便益算出。 

畜産  
I-(b)-1: 牛乳生産支援プロジェクト 7,400 2,005 23 2.0 州内で生産性の高い地区を参照に収量・価格増加幅を仮

定し便益算出。 
I-(b)-2: 肉牛生産支援プロジェクト 21,300 4,925 19 1.6 州内で生産性の高い地区を参照に収量・価格増加幅を仮

定し便益算出。 
I-(b)-3: アルパカ生産支援プロジェクト 4,200 672 13 1.2 肉は州内で生産性の高い地区を参照に収量・価格増加幅

を仮定し便益算出。毛については品質評価基準（4 段階）

を 1 段階上げることを目標と仮定し便益算出。 
I-(b)-4: ビクーニヤ管理・保護支援   

プロジェクト 
6,200 1,427 19 1.6 一般的に高いとされる採毛量を参照し収量増加幅を仮

定、洗浄技術など毛付加価値化による価格増加幅を15%
と仮定し便益算出。 

I-(b)-5: クイ生産効率改善プロジェクト 2,900 488 14 1.2 一般的に高いとされる生産量、価格を参照に収量・価格

増加幅を仮定し便益算出。 
I-(b)-6: 羊肉・羊毛生産支援プロジェクト 2,800 401 11 1.1 州内で生産性の高い地区を参照に収量増加幅を、一般的

に高いとされる価格を参照し価格増加幅を仮定し便益

算出。 
灌漑  
I-(e)-1: Cuchoquesera ダム緊急放流システ

ム建設プロジェクト 
8,300 3,103 32 2.9 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物と仮定し、貴機構ペルー国「山岳地域灌漑整備

事業準備調査」での収量増加幅を参照し便益算出。また、

緊急時の発生確率は 10 年に 1 度とし、緊急時の収量を

0、平常時の収量を 100 と仮定。 
I-(e)-2: Ingalla ダム・灌漑水路建設    

プロジェクト 
15,700 1,921 12 1.2 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物と仮定し、貴機構ペルー国「山岳地域灌漑整備

事業準備調査」での収量増加幅を参照し便益算出。 
I-(e)-3: 旧Cachi 川特別事業第 7 Tambillo

灌漑地区第二期二次水路拡張・ 

改修プロジェクト 

12,800 2,381 12 1.2 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物と仮定し、貴機構ペルー国「山岳地域灌漑整備

事業準備調査」でのテクニカル灌漑導入による収量増加

幅を参照し便益算出。 
I-(e)-4: 新規・拡張灌漑プロジェクト 45,300 20,078 38 3.6 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物と仮定し、貴機構ペルー国「山岳地域灌漑整備

事業準備調査」での収量増加幅を参照し便益算出。 
I-(e)-5: 既存灌漑施設改修プロジェクト 20,800 8,980 25 2.9 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物と仮定し、貴機構ペルー国「山岳地域灌漑整備

事業準備調査」での収量増加幅を参照し便益算出。 
I-(e)-6: テクニカル灌漑プロジェクト 31,900 25,343 69 6.4 ジャガイモを主体に、その他トウモロコシ、エンドウを

対象作物と仮定し、貴機構ペルー国「山岳地域灌漑整備

事業準備調査」でのテクニカル灌漑導入による収量増加

幅を参照し便益算出。 
内水面漁業  
I-(c)-3: 小規模養殖場建設プロジェクト 19,500 2,784 11 1.0 29 ヶ所の養殖場でニジマスを対象とした。 
植林／環境保全  
I-(d)-2: 生産林造成プロジェクト 6,900 58,168 9 0.9 ユーカリを生産の対象とした。収穫までの期間を 15 年

間と想定し、便益の発生年は、4 年間のみと仮定した。

出典：JICA 調査団 
*:IRR およびB/C の計算時には 15%の物理的予備費を考慮した。 
**: 割引率=10%  

上表に示すように、生産関連セクターのプロジェクトは概略な検討ではあるものの、全体的に投
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資効果の高いことが確認された。また、各 SNIP サブプロジェクトについては、入手可能な IRR を

添付資料-8 に示した。これからも、各 SNIP サブプロジェクトの対費用効果の検討が可能である。一

方、定量分析が難しいプロジェクトに関して、期待される成果を下表に記述した。 

表 12.5.6 生産に間接的に寄与するプロジェクトの期待される成果 

プロジェクト 
投資額

(千ｿﾚｽ)
受益者数

(人) 
主たる成果 

脆弱性対策    
II-(a)-1: 脆弱性軽減能力向上基礎情報整備

プロジェクト 
3,000 257,100 基礎情報が整備され、州政府の脆弱性特性分析・把握能力が向上する

とともに、脆弱性軽減技術を農民に普及できる。 
II-(a)-2: 脆弱性軽減能力向上気象モニタリ

ング強化・拠点整備プロジェクト 
4,000 257,100 気象情報モニタリング体制が整備され、州政府の気象モニタリング・

分析能力が向上するとともに、気象情報を農民に提供することによ

り、農民自身の営農面での脆弱性軽減能力が向上する。 
II-(a)-3: 集落脆弱性軽減能力向上 
 プロジェクト 

5,600 108,900 集落内に多目的施設が建設され、組織活動が活性化し、集落の組織的

脆弱性軽減能力が向上する。また、自然災害発生時の集落対応能力が

向上する。 
II-(a)-4: 災害頻発道路緊急改修プロジェクト 4,000 69,500 災害が頻発する道路を緊急・集中的に補修し、集落が孤立状態に陥ら

ない。 
営農／普及  
I-(a)-3: 新産品開発プロジェクト 7,700 13,200 今後ペルー国内で市場拡大が望め、かつアヤクチョ州の自然環境下で

も生産可能な産品に焦点を宛てた、将来の新市場参入に向けた生産技

術が確立する。 
I-(a)-4: 普及サービス強化プロジェクト 4,000 44,000 郡・集落レベルでの普及サービスへのアクセスの強化を通じて農民の

営農技術の向上が達成される。 
道路 
I-(f)-1: 道路インフラ整備プロジェクト 111,600 718,400 村落住民が地元や地域・国内の市場にアクセスでき、また基本的社会

サービスが享受できるよう交通・連絡事情を改善すること、および移

動時間の短縮と交通事故の可能性を抑えることができる。 
I-(f)-2: Acos Vinchos 地区幹線道路改良 

プロジェクト 
6,400 7,300 プロジェクト対象地域における移動時間の短縮、旅客数の増加、貨物

輸送量の増加と通行料金の徴収による収入増加が期待される。 
I-(f)-3: Vilcanchos-Ccaruaccocco 地区幹線

道路建設プロジェクト 
7,400 2,000 Ccarhuaccocco、Urancancha、Antacocha 間の村落のアクセスが改善さ

れ、物資や旅客の移動が簡便化すること、および村落住民による地元

や地方・国内の市場へのアクセスや基本的社会サービスの享受への支

援がなされる。 
I-(f)-4: Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 地区

幹線道路建設プロジェクト 
20,300 9,900 農牧業や林業の生産物を地元の市場に輸送するためのアクセスが改

善される、地域の保健医療サービスなどの公共サービスに円滑にアク

セスできるようになる。 
I-(f)-5: 集落道路参加型維持管理促進 
 プロジェクト 

300 21,600 集落農民による自主的な道路維持管理が行われ、道路維持管理に従事

する小企業が設立され、農産物の交易や流通ができるよう道路の通行

が常時確保される。 
I-(f)-6: 道路整備・維持管理能力強化 
 プロジェクト 

6,800 5.400 アヤクチョ州における資金の有効な活用や運輸セクターのフォーマ

ル化と交通安全を実現するため、運輸関係機関や道路インフラ管理運

営機関の能力が向上するとともに、地区レベルにおけるインフラ工

事、運営、維持管理を実施に関し、地方自治体のインフラやコミュニ

ティ経済の開発を担当する部門の能力が高まる。 
水産 
I-(c)-1: 内水面漁業支援組織制度能力強化

プロジェクト 
2,500 106,400 アヤクチョ州における内水面漁業振興計画に沿った支援組織制度に

係る能力強化により、貧困農家向けの内水面漁業が振興される。 
I-(c)-2: 小規模養殖生産組織向け普及体制

構築プロジェクト 
8,000 106,400 アヤクチョ州における小規模養殖生産組織の形成支援を図るととも

に、それら生産組織を対象とした技術普及体制の構築によって貧困農

家向けに内水面漁業が振興される。 
植林／環境保全 
I-(d)-1: 植林計画策定プロジェクト 15,800 361,200 森林現況と植林実績、薪材需要などの基礎データに基づく植林全体計

画が策定されるとともに、計画実施のための職員の能力向上、集落へ

の普及と啓蒙活動が実施される。 
I-(d)-3: アグロフォレストリー支援 
 プロジェクト 

19,600 64,500 従来のアグロフォレストリーのさらなる推進と郷土種によるアグロ

フォレストリー技術の開発が行われる。 
II-(b)-1: 土壌保全対策プロジェクト 26,500 35,000 植林活動によって土壌侵食防止機能が高まり、農業･畜産業の生産基

盤、かつ水源地など灌漑事業にとって重要な地域が保全される。 
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プロジェクト 
投資額

(千ｿﾚｽ)
受益者数

(人) 
主たる成果 

農産物流通／農産加工 
I-(g)-1: 農産物市場流通体制構築 
 プロジェクト 

21,800 99,600 地域農産物への付加価値付与および市場の開拓のため、地区農産物流

通情報センター構築を中心として流通インフラの整備および農産物

加工促進に係るパイロット事業が実施される。 
I-(g)-2: 流通インフラ整備促進プロジェクト 16,400 32,500 収穫後ロスの軽減、市場の拡大、生産物の付加価値付与のため、地区

内農産物施設、地区市場、肉処理および州卸市場などが整備される。

I-(g)-3: 農産加工業促進プロジェクト 12,800 24,500 農産加工業促進センターの設置、民間加工施設促進、地域住民加工施

設設置、新規事業農産加工施設支援、羊毛処理施設設置がなされる。

組織能力強化／研修計画  
I-(h)-1: 地方政府生産者組織支援昨日強化 
 プロジェクト 

13,100 4,000 生産者組織支援、雇用促進、住民の収入向上などの重要な施策の実施

を目的として、ODEL が設置される。 
I-(h)-2: 地方政府公共投資事業推進機能 

強化プロジェクト 
10,600 700 公共投資事業が円滑に実施できるよう、地方政府の機能が強化され

る。 
出典：JICA 調査団 

本開発計画（M/P）の事業化は、以上に述べた費用対効果の検討結果を参考に、アヤクチョ州総合

開発計画 2007-2024 に沿って効率良く実施していくことが期待される。 
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第 13 章 環境社会配慮 

13.1 はじめに 

本報告書の第 11 章にて述べられている開発計画（M/P）では、地域別開発性・地域別脆弱性軽減を

達成するため、9 セクターから 39 プロジェクトが提案されている。アヤクチョ州政府が地域の貧困農

家の生計向上を進める支援となるよう、提案されているプロジェクトは脆弱性対策、営農/普及、畜産、

灌漑、内水面漁業、植林、灌漑、道路など様々なセクターからなる。 

調査団は、開発計画（M/P）を構成する各プロジェクトの実施により、地域の自然および社会環境に

与える負の影響を検討する目的で、スクリーニングおよびスコーピング手法による簡易初期環境影響

評価（IEE）をプロジェクト選定時に行った。同時に、IEE を実施する上で必要な調査対象地の自然・

社会情報の収集と、ペルー国の環境影響評価制度に係るレビューを行った。その結果を以下の項に示

す。 

13.2 環境社会配慮に関連したアヤクチョ州概況に係る追加事項 

第 3 章で述べられているアヤクチョ州概況に加えて、環境社会配慮の上で必要な自然および社会環

境に係る事項を以下に述べる。 

13.2.1 自然環境 

(1) 水系 

アヤクチョ州における主要河川の概況は下表の通りとなる。 

表 13.2.1 アヤクチョ州の主要河川の概況 

河川名 地名 
流量観測地の位置 年平均流出量 

(m3/sec) 緯度（S） 経度（W） 郡 
Huarpa 川 Allocomachay 12°51’ 74°21’ Huanta  36.50
Sondondo 川 Huasapampa 14°17’ 74°03’ Lucanas 15.06
Lucanas 川 Palcacharca 14°33’ 74°17’ Lucanas 8.05
Pampas 川 Raysca 13°53’ 74°26’ Huanca Sancos 4.59

出典：Indicadores Ambientales Ayacucho, CONAM, 2005 

(2) 自然保護区 

自 然 保 護 地 区 法 （ Ley de Áreas Naturales 

Protegidas,Ley No26834）によると、ペルー国における

自然保護地区は、(i) 国立公園、(ii) 国立サンクチュア

リ、(iii) 史跡サンクチュアリ、(iv) 景観保全、(v) 野

生生物保護区、(vi) 国立保全地区、(vii) 集落保全地区、

(viii) 森林保全地区、(ix) 猟獣保護区に分類される。

また、前述の法律では、自然保護地区の周辺には緩衝

域を設けることが規定されている。 

現時点では、アヤクチョ州においては、表 13.2.2 お

よび図 13.2.1 に示す通り、2 箇所の自然保護地区が指

定されている。 

 

道路
国道

郡境

地方道

自然景勝地

国立保全地区

史跡ｻﾝｸﾁｭｱﾘ

遺跡

道路
国道

郡境

地方道

自然景勝地

国立保全地区

史跡ｻﾝｸﾁｭｱﾘ

遺跡

 
図 13.2.1 アヤクチョ州自然保護地区位置図

出典：州政府のデータより JICA 調査団作成 
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表 13.2.2 アヤクチョ州における自然保護地区 
保護区の種類 名称 面積 (ha) 補足 

国立保全地区 Pampas Galeras 6,500*1 保護区の周辺には緩衝域が設けられている 
史跡サンクチュアリ Pampa de Ayacucho 300*1 同上 

出典 1: INRENA ホームページ (www.areasprotegidasperu.com/sinanpe.htm) 

また、今後自然保護地区の制定が可能な地域として、(i) Titankas 天然林1、(ii) Parinacochas 潟湖、

(iii) Pucaorcco 地区の Queñuales 林、(iv) Ccenhuacuchu 地区の Queñuales 林、(v) Sayripata-Parobamba

地区の Alisos および Chachacomos 林、(vi) Mayunmarca-Panti-Huayllan 地区、(vii) Lompata 等が 2005

年に実施された外部コンサルタントの調査により、州政府へ提案されている。 

なお、上述の Pampas Galeras 国立保全地区は、国際 NGO である Birdlife International が定める重要

鳥類保護区（Important Bird Area:IBA）に登録されている。また、アヤクチョ州にはラムサール条約

および世界遺産条約の登録地は存在しない。 

(3) 危急種 

農業省令/Decreto Supremo 043-2006 および

034-2004 は、ペルー国内に生息する危急種を

IUCN（国際自然保護連合）の区分に準じて(i) CR

（絶滅寸前）、(ii) EN（絶滅危機）、(iii) VU（危

急）、(iv) NT（準絶滅危惧）の 4 種に分けてい

る。そのうちアヤクチョ州に生息および分布す

る動植物の種数を表 3.3.2 に示す。 

13.2.2 社会環境 

(1) 先住民族 

(a) ペルー国における先住民族の権利に係る法制度 

ペルー国における先住民族の権利は、ペルー国憲法 89 条により、先住民の文化的独自性の尊重

について規定されている。また、ペルー国は先住民の権利に係る国際労働機関（ILO）第 169 号条

約に批准している。なお、女性開発社会省のアンデス・アマゾン・アフロペルー集落開発国立研

究所（Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazonicos y Afroperuano）が先住民族の文

化・経済・社会の保護および発展の

促進に係る業務を管轄している。 

(b) アヤクチョ州の先住民族概要 

アヤクチョ州北部の Huanta 郡お

よび La Mar 郡のセルバ（熱帯雨林

地域）に、少数民族である Asháninka

の居住地が存在する。地区ごとの少

数民族の集落数および人口を右表

に示す。 

                                                      
1 Titankas については、保護区管理計画を策定済みであり、その登録に向けて政府予算の承認を受けている（州政府から

の聞き取りによる情報）。 

表 13.2.3 アヤクチョ州に生息及び分布する危急種

カテゴリー 

区分 

種数 

動物相 植物相 

CR 3 4 
EN 6 2 
VU 11 8 
NT 8 6 
合計 28 20 

出典：Categolizacion de Especies Amenazadas de Fauna 
Silvestre(DS No.34-2004-AG), y Flora Silvestre(DS 
No.43-2006-AG)および動植物の保全に係るアヤクチ

ョ州条例(案)を基に JICA 調査団作成 

表 13.2.4 アヤクチョ州における先住民族の集落数と人口 
郡 地区 集落数

*1 人口 (人)*2

Huanta Llochegua 1 52
 Sivia 1 102

La Mar Ayna 1 43
 Santa Rosa 1 34

計（ｱﾔｸﾁｮ州全体）  4 231
出典 1:II Censo de Communidade Indigenas de la Amazonia Peruana 2007,

Resultados Definitivos, INEI, 2008 
2:Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de 
Vivienda,Resultados Definitivos de Communidade Indigenas, INEI, 
2008 
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(2) 感染症  

アヤクチョ州において発生している主な感染症として、マラリア、結核、肺結核および HIV が挙

げられる。1999 年から 2007 年にかけての、州におけるそれぞれの感染症患者数の推移を下表に示す。 

表 13.2.5 1999 年から 2007 年までのアヤクチョ州における主な感染症患者数 

感染症の種別 
患者数 (人) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
マラリア 6,842 2,304 2,259 2,259 2,534 4,589 5,212 2,740 880
結核 621 534 462 397 402 425 328 292 N.A.*
肺結核 494 427 372 318 333 339 291 239 N.A.*
HIV 11 11 12 2 0 2 3 3 0

注* N.A.：データ未入手 
出典：Ayaccho:Compendio Estadistico 2007-2008, INEI 

(3) 廃棄物・廃水処理 

アヤクチョ州では、廃棄物管理は地方政府が実施主体となる。下表に示すとおり、2007 年には、

月当たり 2,067 m3の廃棄物が州都の位置する Huamanga 郡の廃棄物集積場へ搬入されている。 

表 13.2.6 2007 年におけるアヤクチョ州Huamanga 郡廃棄物集積場への廃棄物の月別搬入量 

項目 
2007 年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月平均

廃棄物量(m3) 3,252 2,204 1,920 1,953 2,740 2,588 3,251 2,700 2,595 2,792 2,669 3,517 2,067
出典：Ayaccho:Compendio Estadistico 2007-2008, INEI 

また、州の上下水管理は、都市部では地域ごとの水道会社により実施されている。アヤクチョ

市および Huanta 市は EPSASA という企業が廃水処理を管轄しており、アヤクチョ市では月当たり

729,120 m3、Huanta 市では月当たり 57,886 m3の廃水処理が行われている2。 

13.3 ペルー国における環境社会配慮制度 

13.3.1 環境社会配慮に係る法制度・ガイドライン 

(1) 国家環境影響評価システム（SEIA）法および改正法 

ペルー国における環境影響評価を規定する主要法規として、国家環境影響評価システム（SEIA）

法が 2001 年に公布されている。 同法は 2008 年の環境省（MINAM）の設立を受け、政令 1078（Decleto 

Legislativo 1078, Decreto Legislativo que modifica la ley No.27446）により一部改正された。 

SEIA 法は、実施監督機関、事業に対する環境承認の取得プロセス、情報公開および戦略的環境ア

セスメント（Evaluacion Ambiental Estrategica:EAE）について規定しているが、各項目は以降に述べ

る SEIA 法施行規定により詳述されている。 

(2) 国家環境影響評価システム（SEIA）法施行規定 (Reglamento de la Ley del SEIA) 

2009 年 9 月に、SEIA の運用を効率的に実施することを目的として、SEIA 法施行規定が交付され

た。SEIA 法施行規定は以下の 6 編から構成されており、その内容を以降にまとめる。 

第 1 編：一般規定 
第 2 編：事業における環境影響評価のプロセス 
第 3 編：政策、計画および政府プログラムに対する戦略的環境影響評価（EAE） 

                                                      
2 EPSASA からの聞き取りによる。 



13-4 

第 4 編：情報アクセスと市民参加 
第 5 編：環境調査を行う認証機関の登録 
第 6 編：実施フォローアップおよび管理 

(a) SEIA の対象となる事業 

SEIA 法施行規定によれば、以下の事業が SEIA の対象となっている。また、以下の事業は今後

各実施機関によって見直され、必要により修正される。 

表 13.3.1 SEIA の対象事業 
№ 事業 № 事業 
農業セクター 

1 農業生産用利水施設 2 森林適地での農業プロジェクト 
3 地方インフラ、通信インフラ、農地利用に係るインフ
ラ建設工事 

4 護岸工、排水路 

5 地下水開発 6 100 頭以上の家畜の厩舎、または 5,000 羽以上の鳥の飼
育場 

7 灌漑事業 8 農地拡大を目的とした土地利用の変更 
9 100 ha 以上の農場用地の整地 10 林業およびプランテーション植林 

11 木材の一次加工 12 非郷土樹種の導入による森林事業 
13 100ha 以上の植林 14 脆弱な土壌および郷土樹種生息地での林業活動の展開

15 アグロフォレストリー活動および農業畜産品の一次
加工 

16 生産林および非生産林、エコツーリズム地域、保全地
の委譲 

17 木の葉や花、実、種、幹、根、乳液、ゴム、樹脂、蝋、
サトウキビ、ヤシ等の商業用の林産品の委譲、 

18 先住民および農村集落の森林利用プロジェクト 

19 動物の飼育場 20 森林ならびに野生生物に関する法/ Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre（Ley No 27308）に準じた野生動物の管
理・利用 

21 外来陸上生物種の商業用導入 22 湿地の排水と干拓 
23 皮革の（塩分を利用した）乾燥 24 羊毛、繊維、羽毛の選定、洗浄と梳毛 
25 チーズ、ヨーグルト、バター、ミルククリーム(manjare)

などの生乳由来の一次加工品, 
26 綿の圧縮加工 

27 米の脱穀、洗浄、選定、選別、精米、パッケージ詰め 28 牧草や穀物、その他農産物の乾燥、スライス、製粉、
糖蜜付け 

29 飼料用の果物や野菜の残渣処理 30 一次加工による栄養食品の精製 
31 キャッサバ、ジャガイモおよびその他の根茎作物の一

次加工としての製粉および澱粉加工 
32 飼料作物用の鳥のフンの加工 

33 カフェおよびカカオ等の一次加工としての脱穀、発
酵、選別、焙煎、製粉 

34 栗の殻取りと選別 

35 果物および野菜の洗浄、選別と保存 36 果物および野菜の乾燥および冷凍 
37 蜂蝋および蜂蜜の純化と瓶詰め 38 一次加工による蜂蜜ケーキや果汁の一番絞りによるア

ルコールの造成 
39 バイオ燃料用の作物栽培事業 40 水生以外の動物由来の脂肪・ラードの抽出 
41 葉、花、実、鞘、根、樹脂、その他林産物の製粉、ス

ライス、剥皮、粉砕その他の加工 
42 丸太材および角材の伐出と、鋸による切断 

43 天然ゴムや天然樹脂の商業利用の抽出および濃縮 44 タバコの葉の保存加工と選別 
45 薬用植物の処理とパッケージ詰め 46 観賞用植物の準備、処理とパッケージ詰め 
47 一次加工品としての果物および野菜の果汁の抽出と

パッケージ詰め 
48 一次加工品としての穀物の製粉 

49 都市開発を目的とする土地分割と土地利用変更 50 肉処理施設 
観光セクター 

1 観光目的での温泉開発および関連施設 
防衛セクター 

1 液体または化学物質の運搬用の海底導管の設置 2 家庭および産業廃水の海底排水施設の設置 
3 盛土、防波堤などの海洋生態系に変化を与える建造物 4 浚渫 
5 海軍機材の設置 6 造船所、船舶の乗り上げ所、船舶解体 
7 停泊所、防波堤、桟橋、埠頭、漁業関連工場、デッキ
などの海洋環境に影響を与える構造物 

8 レクリエーションおよびスポーツ用に使われる河川の
桟橋、観光用の簡易埠頭 
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№ 事業 № 事業 
電力・鉱業セクター：電力サブセクター 

1 地方電化プロジェクト 2 20 MW 以上の水力および地熱発電 
3 電力および熱電気供給 4 30 MW 以上の電力供給 
5 30 MW 以下の電力供給 6 二次回収（石油採掘） 
7 一般への燃料販売所の設置（初期、拡張、商業化） 8 （自動車用GLP）ガス販売所（初期、拡張、商業化）

9 自動車用天然ガス（GNV）の販売所（初期、拡張、改
修、商業化） 

10 地震波ラインの異なる地域および同一の地震区画にお
ける延長 

11 同一箇所での資源探査および同一区画での削岩の拡
大（資源探査目的） 

12 同一箇所および同一区画での削岩の拡大（資源採掘）

13 既存施設のバッテリー（容量）、導管（km）、分離機（セ
ット）等の 40%以上の拡大（資源採掘） 

14 精製施設の拡充目的での既存施設の 40%未満の拡大
（精製・加工） 

15 加工設備の拡張目的での既存施設の 40%未満の拡大
（精製・加工） 

16 保管施設の拡張目的での既存施設の 40%未満の拡大
（精製・加工） 

17 導管の 40%未満の拡張（運搬） 18 液化石油ガス（GLP）のタンク詰めプラントの 40%未
満の施設拡張 

19 導管の 40%未満の拡張 20 振動活動の初期（探査） 
21 削岩地域の拡大および削岩活動の初期（探査） 22 同一区画での新規地域における削岩活動の開始・展開

（採掘） 
23 バッテリー施設（容量）、導管（km）、分離機（セット）

の新規設置の開始（採掘） 
24 精製活動の開始（精製・加工） 

25 精製施設の 40%以上の拡大 26 新規加工施設の設置（精製・加工） 
27 加工施設の 40%以上の拡大（精製・加工） 28 新規保管施設の設置（精製・加工） 
29 保管施設の 40%以上の拡大（精製・加工） 30 配管工事の開始（運搬） 
31 導管の 40%の拡張 32 液化石油ガス（GLP）のタンク詰めプラントの活動開

始（商業化） 
33 GLP のタンク詰めプラントの 40%以上の拡大（商業

化） 
34 基礎石油化学産業 

電力・鉱業セクター：鉱業サブセクター 

1 大・中規模の鉱山開発と採掘 2 小規模・手作業の鉱山開発と採掘 
3 大・中規模の鉱山探査 4 小規模・手作業の鉱山探査 
5 鉱物の濃縮・保管 

生産業セクター：漁業サブセクター 

1 自家消費用、魚卵の生産、繁殖などの小規模漁業のう
ち、州政府に移管されていない事業 

2 大規模漁業 

3 水生生物の導入および移動 4 手作業管理による養魚場 
5 漁業産業施設（EIP）の設置、稼動、移転および拡大 6 水域および加工プラント利用に係る調査 
7 伝統漁法支援施設の設置 8 外来の水生動植物の導入 
9 水生動物の養殖、抽出、保管 10 観葉植物の抽出と保管、および水槽の設置 

11 二枚貝用の浄化装置 
生産業セクター：産業サブセクター 

1 国際産業標準分類（CIIU）の大分類 3 のうち、分類
23（コークスや石油・核燃料の精錬）を除く手工業産
業関連の活動 

2 石油・ガスおよび鉱物資源を除く、工業産品および原
材料の備蓄プラント 

3 バイオ燃料（バイオディーゼル B100 やアルコール燃
料）生成プラントの設置と稼動 

4 石油化学工業に係る中間産品および 終生産品 

交通通信セクター：交通サブセクター 

1 新規交通網建設：道路、港湾、空港、鉄道やヘリポー
ト 

2 定期的な道路、港湾、空港、鉄道やヘリポートの復旧
や維持管理 

3 道路、港湾、空港、鉄道やヘリポートの改良 4 道路、港湾、空港、鉄道やヘリポートの復旧や維持管
理 

5 新規の橋梁建設 6 橋梁の復旧や改良 
7 交通事業の管理 8 交通分野での小規模インフラ 

交通通信セクター：通信サブセクター 

1 通信インフラの設置と運用（無線、電波、ケーブル等有線などの通信網の整備） 
保健衛生セクター 

1 廃棄物の商業利用関連施設 2 地方自治体レベルでの廃棄物の輸送施設 
3 地方自治体およびその他のレベルでの廃棄物処理施
設 

4 地方自治体およびその他のレベルでの廃棄物査収処分
場 

5 病院、保健所 6 墓地、火葬場 
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№ 事業 № 事業 
住居、建設、衛生セクター：住宅、建設サブセクター 

1 ヘクタール当りの 1,500 人以上の居住者密度がある、
敷地 2,500 m2以上の商業施設 

2 劇場および競技場 

3 建造物およびその他都市建築物の解体作業 4 都市計画 
5 都市計画の修正 6 都市拡張 
7 都市部における住居用建築 8 多世帯住居 
9 公共緑地および公園の用地変更 10 公民館 

11 ヘクタール当り 2,000 人を超えるスポーツ施設 12 駐車場 
13 高速道路や鉄道、トンネルやインターチェンジなどの

都市交通施設 
14 都市関連インフラの建設 

15 農業適地における住宅建設 
住居、建設、衛生セクター：衛生サブセクター 

1 下水汲み上げ施設 2 上水汲み出し施設 
3 下水処理施設 4 上水処理施設 
5 下水集積および排水施設 6 上水供給網 
7 地方衛生インフラ事業 8 上水用ダム建設 

州政府の管轄下にある事業：州政府組織法（Ley Organica de Gobiernos Regionales）および SEIA 法実施規則にそって、
州政府への業務移管が進む中で管轄事業が今後決定される。 

郡政府の管轄下にある事業 

1 上記セクターの事業に含まれない保管所、倉庫、梱包
施設など 

2 地方レベルの社会、生産および建設事業 

地区政府の管轄下にある事業：郡レベルの商業サービス活動は SEIA の適用を受けることが推奨されるが、該当する地
区政府の条例による承認が必要となる。 

出典：SEIA 法実施規定を基に JICA 調査団作成 

また上記に加えて、住民移転を伴う事業は SEIA の対象となる。 

(b) SEIA の主管官庁および実施監督機関とその役割 

SEIA の主管官庁は環境省（MINAM）であり、セクター間および地方行政間の調整メカニズム

の確立を図る。主管官庁としての MINAM の主な役割としては、(i) 中央・地方および政府レベル

での SEIA に係る規定の策定および指導・管理、(ii) 環境影響評価の過程における国家環境政策

（Politica Nacional de Ambiente）の適用の実施監督、(iii) 実施監督機関に対する、環境影響評価プ

ロセスにかかる規定策定への助言、(iv) 既存の法規や省令の環境影響評価プロセスへの反映、(v) 

政策、計画およびプログラムに対する戦略的環境影響評価（EAE）の承認、(vi) EAE および環境調

査を実施する政府認可の実施機関リストの作成、(vii) 環境承認リストの作成、定期的な更新とシ

ステム化および、国家環境情報システム（Sistema Nacional de Inforamcion Ambiental :SINIA）を通じ

たアクセス確保、(viii) 関連実施機関の能力強化、一般市民への啓発活動などがある。 

また、SEIA の実施監督機関は、事業管轄セクターの省庁機関および地方自治体と規定されてお

り、環境影響評価の責任機関となる。主な役割としては、(i) 各機関が管轄する SEIA 対象事業に

対する、事業区分、環境調査の検査と認証、(ii) 環境影響評価のプロセスを規定する法規やガイド

ラインの策定、(iii) 事業区分および半詳細環境影響調査（EIA-sd）報告書、詳細環境影響調査（EIA-d）

報告書の TOR の承認、(iv) 環境承認の授与、(v) EIA 記載事項の実施の有無に係る事後監査の実

施などがある。 

(c) 事業に対する環境承認の取得プロセス 

環境承認を取得するには、1) 申請書による事業区分、2) 環境報告書の評価および環境承認の決

済のプロセスを経る必要がある。 
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1) 申請書による事業区分 

事業区分の申請 

事業提案者は、(i) 事業区分申請

書、(ii) 事前評価書、(iii) 手続き

料金（実施監督機関の職務遵守規

定に準拠）の領収書を実施監督機

関へ提出する。 

なお、事前評価書には以下の事

項が含まれる 

 事業提案者および事前調査の
実施機関についての概要 

 事業概要 
 事業対象地の自然、生物、社会、文化および経済状況 
 住民参加計画 
 起こりうる環境影響の概要 
 環境影響の予防、緩和策 
 実施管理計画 
 緊急時の計画 
 事業終了時の作業計画 
 実施スケジュール 
 実施予算 

また、後述のカテゴリー分類にてカテゴリー2 および 3 に区分される事業の場合、事業提案者

は必要な EIA の TOR 案を提出する必要がある。 

事業カテゴリー区分 

申請する事業のカテゴリー区分の際には、環境保護指標（Criterios de proteccion ambiental）、す

なわち、(i) 健康、(ii) 環境質（汚染物質、騒音等）、(iii) 自然資源（土壌、水資源、動植物等）、

(iv) 自然保護区、(v) 生態系および景観、(vi) 地域の生活様式、(vii) 都市環境、(viii) 史跡文化財

の各々の項目に対して、事業が及ぼす影響を検討する。 結果として、環境に与える影響の度合い

により、事業は下表に示す 3 つのカテゴリーのいずれかに区分される。 

表 13.3.2 SEIA 法に規定される事業の環境カテゴリー区分 
カテゴリー 事業の想定される環境への影響の度合い 環境承認取得に提出が必要となる書類 

カテゴリー1 環境への負の影響が軽度と想定される 環境影響申告（DIA） 
カテゴリー2 環境への影響が中程度と想定される 半詳細環境影響調査（EIA-sd）報告書 
カテゴリー3 環境への重大な負の影響が想定される 詳細環境影響調査（EIA-d）報告書 

出典：SEIA 法施行規定を基に JICA 調査団作成 

なお、住民移転が伴うプロジェクトはカテゴリー3 に区分される3。 

実施監督機関は、事業区分申請書の受領後 20 日以内に、申請書にて提案された事業の環境カテ

ゴリー分類案を検討し、事業カテゴリーを決定する。結果として、事業がカテゴリー1 に分類さ

れる場合実施監督機関により環境承認（Certification Ambiental）が交付される。カテゴリー2 およ

                                                      
3 カテゴリー3 に区分するための移転数の規模などはいまだ明確に決まっていない模様である。（MINAM からの聞き取り

による） 

申請書による
事業区分

事業区分申請から30日以内に実施

本プロセスには以下が含まれる。

1.評価、認可および否決
2.カテゴリー1（DIA）に対する環境

承認の発行
3.カテゴリー2（EIA-sd）もしくは3
（EIA-d）区分指定とTORの承認

環境報告書の評価

EIA-sd:
・40日以内に評価実施
・30日以内に申請者による対応

EIA-d:
・70日以内に評価実施
・30日以内にコメントへの対応

環境承認の決済

EIA-sd:
20日以内に関連決議
EIA-sd:
20日以内に関連決議

EIA-d:
20日以内に関連決議
EIA-d:
20日以内に関連決議

図 13.3.1 環境承認の取得プロセス 
出典：SEIA 法実施規定をもとに JICA 調査団作成 
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び 3 に事業が該当する場合は、EIA の実施が必要となるため、実施監督機関は申請書にて提案さ

れた EIA の TOR 案の検討および承認を行なう4,5。なお、EIA-sd および EIA-d 報告書に記載される

べき内容は以下のとおりとなる。 

EIA-sd 報告書（カテゴリー2）の記載事項 
 報告書要約 
 事業概要：(i) 事業の背景、(ii) 事業対象地の環境・資源・文化遺跡等に関連した法規および関連の認可取得、(iii) 
事業目的と必要性、(iv) 事業対象地の位置、(v) 事業スケジュール、(vi) 事業による環境影響の規模と範囲、(vii)
事業期間および事業予算、(viii) 事業地の概要把握調査および詳細設計の基礎データ収集段階の作業概要、(ix)
必要な資材、資機材、宿泊施設、人員、その他物資の情報を含む、建設段階の作業概要、(x) 生産加工等の過程
を詳述した運用・管理段階の作業概要（生産工程で必要な人・物的資源を含む投入と成果、作業に伴う危険性、
生産工程で発生する排出ガスや排水、廃棄物の特徴等の情報を含む）(xi) 終了段階の作業概要 

 事業対象地の概要（ベースライン）：(i) 事業地の位置、面積、事業により直接および間接影響を与える範囲、(ii) 
自然環境（必要に応じて気候、地形・地質、水系および水収支、土壌および土地利用、大気質、土壌汚染、水
質、その他事業対象地で実施されている活動など）、(iii) 生物環境（生物多様性、動植物、生態系、自然保護区
および緩衝域、景勝地、動植物の生息地や生態系の脅威となる事項）、(iv) 社会経済環境（人口、社会経済指数、
労働者指数、社会サービスと基礎インフラ、主要な生計活動、土地利用概況）、(v) 文化遺跡、(vi) 事業の影響
範囲における天災・人災のリスク、(vii) 地図（位置図、主題図など）や関連図表 

 住民参加計画：住民参加に係る戦略、活動、メカニズムを示す。また、実施監督機関が公聴会の実施を定める
場合は、本計画には公聴会における住民の所見を取りまとめた報告書を含める必要がある。 

 環境影響の特徴：以下の手法により、事業の計画・実施・運営および終了段階での環境影響を検証する。(i) ベ
ースラインを基準として、事業実施により予見される環境の変化の分析、(ii) 直接・間接的な累加的および相乗
的な環境影響の予防、および環境・社会文化・健康への危険性の評価、(iii) 環境影響の同定、(iv) 環境基準
（Estandaderes de Calidad Ambietal: ECA）および排出基準（Limites Maximos Permisibles: LMP）の考慮 

 また、環境影響を検討する際には、以下の指標を考慮する。(i) 自然環境（気候、地形の安定、水系、土壌の状
況、騒音レベル、電磁波による振動レベル、放射レベル、大気質、水質、土壌質の劣化など）、(ii) 生物環境（陸
上・水上生態系、生息地、野生動植物の保全など）、(iii) 社会・経済および文化（地域の生活レベル、事業の影
響を受ける住民、生活様式、習慣、法律により保護されている集落）、(iv) 政府による土地法規計画（plan de 
ordenamiento territorial）の有無、(v) 既存インフラ、(vi) 土地利用ポテンシャルと現況の土地利用、(vii) 景観と
観光地 

 環境管理戦略(Estrategia de Manejo Ambiental)：以下の事項を含む。(i) 環境管理計画（予測される環境影響の緩和
と逓減策）、(ii) 環境監視計画（環境管理計画の実施を確実にするための環境監視計画の実施メカニズム、およ
び許容 大排出量やその他法令を遵守するための環境モニタリング計画）、(iii) 緊急時計画（事業の計画・実施・
運営および終了段階での災害時対応、健康被害時の対応等）、(iv) 終了時計画（事業対象地の状況が事業実施前
近づくよう、事業終了時に行うべき活動）、(v) 環境管理戦略を実施するための予算スケジュール、(vi) 環境管
理戦略を構成する各計画の実施責任者と予算配分についての要約表 

 EIA-sd の実施コンサルタント企業、技術者名および署名 
 その他実施監督機関が要求する事項 
 関連添付書類 

 

                                                      
4 対象事業が緩衝域や自然保護区で実施される場合は SERNANP(Servicio de Areas Naturales Protegidas por el Estado)、水資

源関連事業の場合はANA(Autoridad National de Agua)からの TOR 案へのコメントが必要となる。 
5 史跡および文化遺産の保全の観点より、原則としてすべての事業実施には文化庁（INC)が発行するCIRA（Certificación 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos：遺跡不在証明）が必要となる。また、CIRA の申請および取得には、事業規模面積

5 ha、線形の場合は 5 km 以下の場合は INC による現地調査、事業規模がそれ以上の場合は事業実施者が遺跡調査(Proyecto 
de Evaluación Arqueológica)を実施し、同時に遺跡モニタリング計画（Plan de Monitoreo Arqueológicos）を策定する必要が

ある。これらのCIRA 申請に係る調査は環境承認の取得プロセスにおいて実施される。 
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EIA-d 報告書（カテゴリー3）の記載事項 
 報告書要約 
 事業概要：(i) 事業の背景、(ii) 事業対象地の環境・資源・文化遺跡等に関連した法規および関連の認可取得、

(iii) 事業目的と必要性、(iv) 事業対象地の位置、(v) 事業スケジュール、(vi) 敷設する施設の設計と配置に応
じ、必要な敷地の規模、(vii) 事業による直接・間接的影響の規模と発生の特質、潜在的な環境影響、(viii) 事
業代替案の評価および 適案の選定、(ix) 事業期間および事業予算、(x) 事業地の概要把握調査および詳細設
計の基礎データ収集段階の作業概要、(xi) 必要な資材、資機材、宿泊施設、人員、その他物資の情報を含む、
建設段階の作業概要、(xii) 生産加工等の過程を詳述した運用・管理段階の作業概要（生産工程で必要な人・
物的資源を含む投入と成果、作業に伴う危険性、生産工程で発生する排出ガスや排水、廃棄物の特徴等の情報
を含む）、(xiii) 終了段階の作業概要 

 事業対象地の概要（ベースライン）：(i) 事業地の位置、面積、事業により直接および間接影響を与える範囲、
(ii) 自然環境（必要に応じて気候、地形・地質、水系および水収支、土壌および土地利用、大気質、土壌汚染、
水質、その他事業対象地で実施されている活動など）、(iii) 生物環境（生物多様性、動植物、生態系、自然保
護区および緩衝域、景勝地）、(iv) 社会経済環境（位置、人口、社会経済指数、労働者指数、社会サービスと
基礎インフラ、主要な生計活動、土地利用概況、自然資源の抽出）、(v) 文化遺跡、(vi) 事業の影響範囲におけ
る天災・人災のリスク、(vii) 地図（位置図、主題図など）や関連図表 

 住民参加計画：住民参加に係る戦略、活動、メカニズムを示し、また公聴会における住民の所見を取りまとめ
た報告書を含める必要がある。また、環境監視計画の一部として住民参加計画を実施する必要性についても言
及する。 

 環境影響の特徴：以下の手法により、事業の計画・実施・運営および終了段階での環境影響を量的評価手法に
よる検証する。(i) ベースラインを基準として、事業実施により予見される環境の変化の分析、(ii) 直接・間接
的な累加的および相乗的な環境影響の予防、および環境・社会文化・健康への危険性の評価、(iii) 事業特性、
影響を受ける環境指標、影響を受ける範囲の環境の特徴に係る評価手法の選定、(iv) 適当な数式モデルによる
代表的な環境指標を用いた環境影響の同定、その影響範囲と規模、(v) 環境基準（Estandares de Calidad Ambietal: 
ECA）および排出基準（Limites Maximos Permisibles: LMP）の考慮 

 また、環境影響を検討する際には、以下の指標を考慮する。(i) 自然環境（気候、地形の安定、水系、土壌の
状況、騒音レベル、電磁波による振動レベル、放射レベル、大気質の劣化など）、(ii) 生物環境（陸上・水上
生態系、生息地、野生動植物の保全、絶滅危惧種など）、(iii) 社会・経済および文化（地域の生活レベル、事
業の影響を受ける住民、生活様式、習慣、法律により保護されている集落）、(iv) 政府による土地法規計画（plan 
de ordenamiento territorial）の有無、(v) 既存インフラ、(vi) 土地利用ポテンシャルと現況の土地利用、(vii) 景
観と観光地 

 環境影響の評価に際して以下の点を留意する。(i) 影響の正・負・中立の特性、(ii) 環境かく乱の度合、(iii) 自
然資源と環境質の観点からの環境的重要度（高・中・低）、(iv) 危険発生の可能性（高い、やや高い）、(v) 州
内、地方、地点など面的な影響範囲、(vi) 影響の発現期間（長・中・短）、(vii) 事業初期の状態の復元可能性
（人為の必要なし、人為により可能、新規の環境造成が必要）、(viii) 自然環境の復元、再造成、修復により生
物多様性を促進する可能性 

 環境管理戦略(Estrategia de Manejo Ambiental)：以下の事項を含む。(i) 環境管理計画（予測される環境影響の緩
和と逓減策）、(ii) 環境監視計画（環境管理計画の実施を確実にするための環境監視計画の実施メカニズム、
および許容 大排出量やその他法令を遵守するための環境モニタリング計画）、(iii) 補償計画、(iv) 地域関連
計画（事業サイクルを通じて、その影響範囲の近隣集落との関係を良好に保つ活動の計画）、(v) 緊急時計画
（事業の計画・実施・運営および終了段階での災害時対応、健康被害時の対応等）、(vi) 終了時計画（事業対
象地の状況が事業実施前近づくよう、事業終了時に行うべき活動）、(vii) 環境管理戦略を実施するための予算
スケジュール、(viii) 環境管理戦略を構成する各計画の実施責任者と予算配分についての要約表 

 環境影響の経済評価 
 EIA-sd の実施コンサルタント企業、技術者名および署名 
 その他実施監督機関が要求する事項 
 関連添付書類 

必要に応じて、事業提案者は実施監督機関から事業区分申請書に係る所見を受け取った後、10

日以内に追加情報を提出する。また、事業提案者の申請により更に 10 日間の期間延長が認められ

る。 

2) EIA 報告書の評価および決裁 

図 13.3.1 に示すように、EIA-sd（カテゴリー2）および EIA-d（カテゴリー3）に該当する事業の
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場合、実施監督機関は EIA 報告書6の評価を実施する。 

EIA-sd の場合は、事業区分申請書提出後 90 日以内にその評価プロセスを終えるとされており、

まず 40 日以内に実施監督機関が EIA-sd 報告書のレビュー・評価を行い、続く 30 日以内で事業提

案者はコメントへの対応を行い、その後 20 日以内に環境承認に係る決済を行う。 

EIA-d の場合は、事業区分申請書提出後 120 日以内にその評価プロセスを終えるとされており、

まず 70 日以内に実施監督機関が EIA-d 報告書のレビュー・評価を行い、続く 30 日以内で事業提

案者はコメントへの対応を行い、その後 20 日以内に環境承認に係る決済を行う 

EIA-sd および EIA-d の双方において、事業提案者のコメント対応を目的とした、20 日間の期間

延長が認められる。 

また、他の関連機関からの技術的コメントを必要とする場合は7、EIA-sd の場合は 40 日以内（う

ち報告書評価に 30 日、コメント対応に 10 日）、EIA-d の場合は 50 日以内（うち報告書評価に 40

日、コメント対応に 10 日）にそのプロセスを終えるとされている8。 

(d) 環境調査および環境承認の期限と延長 

一旦承認された環境調査は、事業開始後 5 年が経過した時点で再実施される必要がある。再実

施に際しては、事業提案者が実施監督機関に対して申請を行う 

また、環境承認取得後、事業提案者が事業に着手しなかった場合、環境承認の有効期限は 3 年

間となる。なお、事業申請者の申請により 2 年間の延長が有効である。 

(e) 戦略的環境アセスメント（EAE） 

各省庁機関、州および地方政府の政策、計画およびプログラムの提案時には、EAE を適用する

とされている9。事業提案者は下記の内容を含む EAE 報告書を MINAM へ提出する。 
EAE 報告書の記載事項 
 提案政策、計画およびプログラムの目的と内容の分析と、他の政策等との関連 
 EAE の目的に係る評価 
 政策、計画およびプログラムの実施により影響を受ける地域の環境の現況、および実施しない場合の将来予測

 起こりうる環境影響（環境質、自然および文化遺産保全、自然資源利用、保健衛生、居住地、気候変動への適
応など） 

 短・中・長期での二次的および累加的・相乗的に派生する環境影響、その発現期間（持続的・一時的） 
 政策、計画およびプログラムの実施よる環境影響の評価指標 
 技術的に妥当な代替案の選定 
 緩和、逓減策 
 EAE 策定方法 
 市民参加のメカニズム 
 EAE に記載されている手法および政策、計画およびプログラムによる負の影響への対策に係る実施戦略 
 EAE にて考慮された環境保全対策の実施に係る、事業提案者による決意 
 一般市民向けの報告書要約 
 その他、国際的規則およびドナー等の要件として、EAE に求められる情報 

                                                      
6 なお、EIA およびEAE の実施はMINAM に登録される企業・団体（el registro de entidades autorizadas para elaborar 
Evaluacion Ambiental Estrategica y Evaluacion Ambiental）への委託となる。 
7 対象事業が緩衝域や自然保護区で実施される場合は SERNANP（Servicio de Areas Naturales Protegidas por el Estado）、水

資源関連事業の場合はANA（Autoridad National de Agua）からのコメントが必要となる。 
8 他機関のコメントが必要な場合でも、EIA-sd およびEIA-d 評価プロセスの全体期間（90 日および 120 日）に変更があ

ってはならないと規定されている。 
9 MINAM 担当者からの聞き取りによる。なお、具体的なEAE 対象となる政策・計画およびプログラムについてはMINAM
にて今後検討するとのこと。 
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MINAM は EAE 報告書の検査を実施した上で、その結果として環境文書を交付する。EAE によ

る提案事項の実施に際しては、MINAM および環境評価検査機関（Organismo de Evaluacion y 

Fiscalizacion Ambienta:OEFA）が監督および管理を行なう。 

なお、現在環境省は EAE に係る細則案を策定しており、その実施プロセスの詳細を検討してい

る段階にあるため、各省庁機関に対する EAE の実施の義務は、実質的には発生していないと思わ

れる10。 

(f) 住民参加 

SEIA における住民参加は、カテゴリー1 から 3 の事業および EAE に対して実施される。 

事業提案者および実施監督機関が用いる住民参加の手法として、通達の公示、EIA および EAE

報告書の要約の回覧、環境調査報告書の閲覧、意見や提案の投函、情報・住民参加に係る部署の

設置、現地訪問、事業提案者との協議、行政機関への意見や提言を伝えるメカニズム、情報共有

のためのワークショップや会合、現地の言語の通訳を必要により配置した公聴会などがある11。 

また、農民集落および先住民集落に対しても、ペルー国憲法や先住民の権利に係る国際労働機

関（ILO）第 169 号条約に準拠し、彼らの社会・文化的独自性や慣習、伝統を尊重し、事業の影響

地域に位置する各集落の住民の参加を促し、相互理解を図るとともに、負の環境影響の緩和を図

る。 

(g) 監督・管理 

実施監督機関は、SEIA 対象事業の実施に係る監督、監査を行い、環境報告書の不履行時の制裁

を課す。また、事業実施者は、環境報告書の記載事項の実施にかかる環境モニタリング報告書を

作成し、実施監督機関に提出する。 

なお、MINAM および実施監督機関は、各事業がもたらす、公共の地域における環境影響につ

いて評価、モニタリング、管理などの監視行為を行う。 

(3) 環境に関連する情報の透明性およびその開示、パブリックコンサルテーションに係る法規  

2009 年に公布された同法により、EIA プロセスにおける市民参加の促進、とりわけ公聴会のプロ

セスに係る規定が設けられた。 

前述のとおり、公聴会はカテゴリー3 の事業のみ開催の義務があり、カテゴリー2 の事業に対して

は実施監督機関が必要とする、もしくは事業申請者が住民参加計画にて提案する場合に実施される。

実施監督機関は EIA 報告書の受領後 30 日以内に公聴会を開催する。 

公聴会の開催告知は実施の 7 日前に行ない、地方自治体事務所における掲示ならびに、少なくと

も 1 度は新聞にて告知を行なう。併せて、実施監督機関はホームページ上にて公聴会の開催告知を

行なう。また、告知の際には、(i) 公聴会の開催場所と時間、(ii) EIA 報告書および要旨の公開場所、

(iii) 公聴会終了後 30 日以内の住民からの意見の受付窓口について明記する。なお、EIA 報告書およ

び要旨の公開は公聴会の告知日から公聴会開催日まで行なう。 

公聴会では、事業申請者が提案事業および EIA の詳細を説明し、事業対象地の概要、施工物の概

要、施工期間、事業対象人口、事業による直接的・間接的影響、負の影響の予防策・緩和策および

                                                      
10 MINAM 担当者からの聞き取りによる。 
11 MINAM 担当者からの聞き取りによる 
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補償計画について説明する。なお、公聴会には EIA の実施を委託されたコンサルタントチームのリ

ーダーが参加する。 

公聴会の実施後 30 日以内に、公聴会参加者は事業および EIA の承認・非承認に係る文書を実施監

督機関に提出することができる。 

なお、公聴会の開催日を変更する場合は、事業申請者による事前の申請が必要となる。 

(4) セクター別の環境影響評価関連法制度 

前述のとおり、SEIA の実施監督機関はセクター毎に分かれており、SEIA 細則が公布されていな

い現段階においては、各セクターがそれぞれに整備した法令や指針に基づき環境影響評価を実施し

ている。本調査と関連するセクター毎の主要な環境影響評価関連法制度を下表に示す。 

表 13.3.3 セクター別環境影響評価関連法制度 
法令/ガイドライン 公布年 主な内容 

農業セクター   
農業セクターにおけるEIA の実施TOR 作成指針 
Guía para la formulación de terminos de referencia para los estudios 
de impacto ambiental en el Sector Agrario 

1995 農業セクターのEIA のTOR、EIA 報告
書に含まれる内容、EIA 実施手順 

漁業セクター   
漁業活動における環境保護法規 
Reglamento General para la Protección Ambiental en las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas 
(Decreto Supremo No.004-99-PE) 

1999 漁業分野における EIA 実施監督機関、
EIA および適合環境管理計画(Plan de 
Adecuacion y Manejo Ambiental:PAMA)*1
実施手順、EIA 事項遵守の管理 

大規模漁業におけるEIA 実施の指針 
Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en la 
Actividad Acuícola de Mayor Escala 

2008 事業対象地のベースライン調査、漁業
活動による影響の同定と評価、環境管
理計画の策定 

環境評価プロセスにおける住民参加の指針(案) 
Guía de Participación Ciudadana para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas en el Proceso de Evaluación de los Estudios de Impacto 
Ambiental 

2008 住民参加計画の策定、住民参加の手順

道路セクター   
運輸サブセクターにおける EIA プロセスへの住民参加に係る法
規 
Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el proceso de 
Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes （RD No 
006-2004-MTC） 

2004 パブリックコンサルテーションおよび
EIA 報告書の公開の手順 

運輸事業における補償および移転計画の作成と適用に係る指針
Directries para la Elaboración y Aplicación de Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de 
Infraestructura de Transporte 

2004 補償および移転計画に含まれる内容 

先住民集落の発展の枠組みにおける地方道路事業の管理指針 
Guía para la Gestión de ¨Proyectos Viales Departamentales en el 
Marco de las Propuestas de Desarrollo de Pueblos Indígenas 

2005 地方道路事業における SNIP のフェー
ズ毎に求められる先住民への配慮、先
住民集落発展計画、参加型評価および
モニタリングのメカニズム 

運輸サブセクターにおける環境・社会評価への住民参加とコン
サルテーション手法の指針 
Guía Metodlógica de los Procesos de Consulta y Participación 
Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector 
Transportes 

2006 EIA プロセスにおける市民参加、パブ
リックコンサルテーションの手順 

道路事業における地域住民への対応に係るマニュアル 
Manual de relaciones comunitarias para proyectos de infraestructura 
vial 

2006 事業の各段階における各ステークホル
ダー（行政、企業、地域住民）に対す
る配慮事項 

道路事業におけるEIA のTOR 作成の基本指針 
Lineamientos para la elaboración de los Terminos de Referencia de los 
Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de infraestructura vial. 

2007 EIA 実施団体の要件、EIA 報告書に含
まれる内容 

産業セクター(製造業)   
製造業活動に係る環境保護法規 
(Decreto Supremo No.019-97-ITINCI) 

1997 EIA および DIA、PAMA の実施プロセ
ス 
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法令/ガイドライン 公布年 主な内容 

EIA、PAMA および事前環境評価（DAP）実施指針 
Guía para Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Programas 
de Adecuación y Manejo Ambiental, Diagnóstico Ambiental Preliminar 
y formato de Informe Ambiental 

1999 EIA、DIA、PAMA および DAP の実施
プロセスと報告書への記載事項 

製造業に係る環境保護法規に係る罰則と奨励に係る法規 
Régimen de Sanciones e Incentivos de Reglamento de Protección 
Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria 
Manufactura 
(Decreto Supremo No.025-2001-ITINCI) 

2001 EIA および DIA、PAMA 事項の遵守に
係る奨励制度と、違反時の罰則規定 

環境リスクのマトリクス作成に係る指針 
Guía de Matriz de Riesgo Ambientalsarrollo de Actividades en la 
Industria Manufacturaana en Asuntos Ambientals 

2001 事業ごとの環境リスクを検討し、事業
カテゴリーを決定する手順 

製造業に係る環境保護における住民参加指針 
Guía de Participación Ciudadana para la Protección Ambiental en la 
Industria Manufacturera (Resolucion Ministral Nº 
027-2001-MITINCI-DM) 

2001 EIA および事業実施段階における住民
参加のプロセスおよびメカニズム 

注 1：適合環境管理計画（PAMA）：事業の完了後に制定された環境法を遵守できるよう、既存事業に対して策定する環

境影響に対する予防策、軽減策、復旧策、補償案等を含む計画 
 2：同規則案はMINAM の承認待ちである。 

(5) その他の環境影響評価関連法制度 

(a) 公共事業実施プロセス（SNIP） 

SNIP は、公的資金のより効率的配分を行なうことを目的に、提案プログラムの評価・認証を行

うシステムである。SNIP の主管官庁は、経済財務省（MEF）の多年度プログラム総局（DGPM）

となり、その管轄下に、各セクターの中央政府投資策定事務所（OPI-GN）、州政府投資策定事務

所（OPI-GR）、地方政府投資策定事務所（OPI-GL）と、案提案機関（UF）および実行機関（UE）

が配置されている。 

SNIP の一般的プロセスは、(i) 事前投資、(ii) 投資、(iii) 事後投資の 3 段階に分かれる。事前投

資段階は更に下記の 4 段階に区分され、それぞれ必要な調査内容が異なる。 

表 13.3.4 SNIP における投資額別調査内容 
プロジェクト区分 投資額 必要とされる調査内容 

簡略投資 事業規模 1,200,000 ｿﾚｽ以下のもの 簡略 PERFIL(様式に基づき作成) 
小規模 投資額  6,000,000 ｿﾚｽまで PERFIL 
中規模 投資額  6,000,001 ｿﾚｽ～ 10,000,000 ｿﾚｽ PRE-F/S 
大規模 投資額 10,000,000 ｿﾚｽ以上 F/S 

出典：MEF ホームページ 

上表の Pre-F/S および F/S 調査時には事業によって生じ得る環境影響の検討が必要となる。

Pre-F/S 報告書には、(i) 事業により想定される正負の環境影響および、(ii) 緩和策とその実施に係

るコストを記述する。また、F/S 報告書には、前述の国家環境影響評価システム（SEIA）により、

(i) 各セクターの実施監督機関により承認された EIA の結果と、(ii) 緩和策の費用を含む事業費を

含める。なお、事前投資段階における調査の実施主体は UE、調査内容を基に事業の評価・認証を

行なうのは該当する OPI となる12。 

(b) 環境基準 

ペルー国における環境基準は、環境基準（Estandades de Calidad Ambietal: ECA）および排出基準

                                                      
12州政府および地方政府管轄の案件は、OPI-GR にて認証する事が可能である。外国融資資金により事業を実施する場合、

外国借款に基づくことにより、DGPM の承認が必要となる。 
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（Limites Maximos Permisibles：LMP）に大別される。ECA は環境質の指標であり、大気、水およ

び土壌中の物質濃縮の度合い、物理、化学、生物の成分を示す。一方、LMP は排気、生産活動か

ら生じる排出物質中の物質濃縮の度合いや各種成分を示す。 

ECA および LMP に関連する法規・基準は以下のとおりとなる。 

表 13.3.5 ECA 関連法規・基準 
法規・基準 公布年

大気環境基準に係る細則/Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire (Decreto 
Supremo No.074-2001-PCM) 

2001 

亜鉛の年間濃縮値の設定 /Establecen Valor Annual de Concentración de Plomo (Decreto Supremo 
No.069-2003-PCM)  

2003 

騒音環境基準に係る承認/Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto 
Supremo No.085-2003-PCM) 

2003 
 

水質環境基準の承認/Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo 
No.002-2008 MINAM)  

2008 

大気環境基準に係る承認/Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire (Decreto Supremo 
No.003-2008 MINAM) 

2008 

出典：MINAM ホームページを基に JICA 調査団作成 

表 13.3.6 LMP 関連法規・基準 
関連セクター 法規・基準 公布年

産業 セメント、ビール、皮なめし、製紙業関連活動に係る排出基準の承認/ Aprueban Limites 
Máximos Permisibles y valores referenciales para las actividades industriales de cemento, 
cerveza, curtiembre, papel (Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE)  

2002 

製粉および魚油精製産業の排水基準の承認/Aprueban Límites Máximos Permisibles de 
Efluentes de la Industria de Harina y  Aceite de Pescado (Decreto Supremo Nº 
010-2008-PRODUCE) 

2008 

製粉、魚油精製、水上生物残渣の製粉産業の排出ガス基準の承認/Aprueban Límites 
Máximos Permisibles para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y 
Harina de Residuos Hidrobiológicos (Decreto Supremo Nº 011-2009-MINAM) 

2009 

交通・通信 走行車両の汚染排出ガス基準/ Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones 
contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial（Decreto Supremo Nº 
047-2001-MTC） 

2001 

出典：MINAM ホームページを基に JICA 調査団作成 

(c) その他の関連法制度 

その他、関連する法制度を下表に示す。 

表 13.3.7 その他の環境影響評価関連法制度 
法令 公布年 要約 

民間投資促進法 
Ley Marco para el crecimiento de la inversion 
privada (Decreto Legislativo N° 757) 

1991 民間企業による事業実施における EIA の必要性について
規定 

事業活動における環境影響評価法 
Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para 
Obras y Actividades(Ley No.26786) 

1997 上記の民間投資促進法の改正法。EIA 実施における
CONAM（国家環境委員会・現在 MINAM へ統合)の役割
を規定。 

自然保護区に係る細則 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas (Decreto Supuremo 
No.038-2001-AG) 

2001 
 

自然保護地区の緩衝域で事業を計画する際の、EIA 及び
PAMA に対し、実施監督機関の環境承認の取得前に、
INRENA の賛同を得る必要性について規定。 

森林ならびに野生生物に関する法 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre（Ley No 
27308） 

2000 森林管理計画の一部としてEIA の実施を規定。 

環境管理法 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental  
(Ley N°28245)  

2004 SEIA を環境管理のツールの一つに位置づけ、CONAM が
SEIA の主管機関となることを規定している。  
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法令 公布年 要約 

生物多様性及び先住民族の知識へのアクセ
ス保護法 
Ley de Protección al Acceso a la Diversidad 
Biológica Peruana y los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indigenas(Ley 
N°28216) 

2004 首相府管轄の機関として、生物多様性及び先住民族の知識
へのアクセスの保護に関する国家委員会（Comisión 
Nacional para la Protección al Acceso a la Diversidad 
Biológica Peruana y a los Conocimientos Colectivos de los 
pueblos indígenas）の設立およびその役割を規定している。

環境基本法 
Ley General del Ambiente 
(Ley N°28611) 

2005 あらゆる事業、プログラムおよび政策レベルに SEIA を適
用することを規定しており、EIA および PAMA について
定義している。 

水資源法 
Ley de Recursos Hídricos 
(Ley Nº 29338) º  

2009 表流水や地下水をはじめとする水資源の利用と管理、およ
び国家水資源管理システム、国家水管理局（ANA）、流域
委員会（Consejo de Cuenca）、水利用組織（Organizaciones de 
Usuarios）、水利権とその申請手続きを規定する。 

水資源規則 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
(D.S.001-2010-AG) 

2010 水利権と申請手続き、地役権、先住民族および農村集落の
水資源利用権、水源の保全、環境流量、水利用に係る課徴
金、水利用計画策定などを規定する。 

遺跡調査法規 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas 
(Resolución Suprema No 004-2000-ED) 

2000 史跡および文化遺産の保全の観点より、原則としてすべて
の事業実施におけるCIRA（Certificación de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos：遺跡不在証明）取得の必要性を規定。
また、CIRA の申請および取得を目的として実施する遺跡
評価調査（Proyecto de Evaluación Arqueológica）の実施プ
ロセスについて規定している。 

土地収用法 
Ley general de Expropiaciones 
(Ley Nº 27117) 

1999 公共事業に係る土地収用の手続きを規定。用地の公共利用
の申請、土地収用の必要性の確認、補償額の評価、補償額
の支払いと用地取得の各々の手続きを規定している。 

出典：MINAM ホームページを基に JICA 調査団作成 

13.3.2 環境社会配慮に係る実施機関 

(1) 環境省（MINAM） 

MINAM において、環境影響評価に係る法制度を整備し、国家環境影響評価システム（SEIA）を

監督するのは、環境管理法制度・政策総局（Direccíon General de Politicas, Normas e Instrumentos de 

Gestion Ambiental）である。なお、下図に MINAM の組織図を示す。 

Despacho Ministerial
環境大臣室

Oficina de Control Institucional
組織管理室

Comisión  Multisectorial Ambiental
マルチセクター環境委員会

Procuraduría Pública
公共監査室

Comisión  Consultiva Ambiental
環境諮問委員会

Secretaría General
秘書課

Tribunal de Solución de 
Controversias  Ambientales

環境紛争裁判所

Oficina General de 
Administración

総務室
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica

法律相談室

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto
計画室

Ofic. de Asesoramiento   
en asuntos socio-

ambientales
社会環境室

Ofic.de Cooperación  
y Negociaciones 
Internacionales
国際通商協力室

Viceminiesterio de Desarrollo 
Estratégico de los Reqursos Naturales

天然資源政策開発庁

VIceminieterio de Gestión
Ambiental
環境管理庁

Dirección General de 
Políticas, Normas e 

instrumentos de 
gestión ambiental
環境管理法制度・

政策総局

Dirección General de 
Calidad Ambiental
環境品質総局

Dirección General de 
Educación, cultura y 
ciudadanía Ambietal 

環境教育・
市民参加総局

Dirección General de 
Investigación e 

Información 
Ambiental
環境調査・
情報総局

Dirección General de 
la Diversidad 

Biológica 
生物多様性総局

Dirección General de 
Ordenamiento 

Territorial
土地法規総局

Dirección General de 
Evaluación , 
valoración y 

financiamiento del 
patrimonio natural
国有天然資源
評価融資総局

Dirección General de 
cambio climático, 
desertificación y 
recursos hídricos

気候変動・砂漠化・
水資源総局

OEFA
環境評価検査機関

SENAMHI
国立気象水文機関

IIAP
ペルーアマゾン
調査研究所

IGP
ペルー地球物理

研究所

SERNANP
国立自然保護区

機関  
出典：MINAM の資料を基に JICA 調査団作成 

図 13.3.2 MINAM 組織図 
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(2) セクターおよびアヤクチョ州政府における実施機関 

地方分権化の促進により中央行政機能は地方に移管されつつあるが、SEIA においては、未だアヤ

クチョ州政府の権限は限定的と言える。本調査に関連する分野における、事業種および規模別の環

境影響評価に係る実施監督機関を下表に示す。 

表 13.3.8 本調査に関連する事業種および規模別の環境影響評価に係る実施監督機関 

項目 SEIAにおける実施監督事業種・規模 
実施監督機関名 

セクター 中央省庁 アヤクチョ州政府機関 
農業 農業、畜産、林業、農産加工等、農業生産に関連する

事業全般 
権限移譲が未完了のため、管轄事業はなし 

 農業省環境総局（Direccion General de Asuntos 
Ambientales, Ministerio de Agricultura） 

- 

漁業 
（内水面漁業） 

生産高 50 トン以上*1 生産高 50 トン以下*2 
生産省水産庁 漁業環境総局（Direccion General de 
Asuntos Ambientales de Pesqueria, Viceministerio de 
Pesqueria, Ministerio de Produccion） 

州政府の該当機関 

道路 国道関連事業 地方道関連事業 
 交通通信省 社会環境総局（Dirección General de 

Asuntos Socio Ambientales, Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones） 

州政府インフラ整備部・交通通信局（Dirección 
Regional de Transporte y Comunicaciones, 
Gerencia Regional de Infraestructura） 

産業（製造業） 製造業に係る事業全般 権限移譲が未完了のため、管轄事業はなし 
 生産省産業庁  産業環境局 (Dirección de Asuntos 

Ambientales de Industria, Viceministerio de Industria, 
PRODUCE) 

- 

注 1：半詳細環境影響調査（EIA-sd）の提出が必要となる。 
 2：環境影響申告（DIA）の提出が必要となる。    
出典：中央省庁および州政府での聞き取りを基に JICA 調査団作成 

13.4 提案プロジェクトによる自然および社会環境への影響に係る評価および緩和策 

13.4.1 提案プロジェクトに対する SEIA 適用可能性の有無 

本報告書の第 11 章および下表に示すとおり、開発計画（M/P）は地域別開発および地域別脆弱性軽

減を達成するため 9 セクターに対し 39 プロジェクトから構成される。 

なお、下表のとおり、このうち 22 のプロジェクトが 13.3.1 項で述べた SEIA 制度の対象事業となり

うる。本調査終了後、F/S 等さらなる調査を通じて事業内容や規模が確定するに伴って、SEIA 監督機

関への申請および必要に応じ環境影響調査（EIA）を実施する。 

表 13.4.1 開発計画（M/P）を構成するプログラムおよびプロジェクトおよび SEIA 適用可能性の有無 

セクター プロジェクト 
SEIA適用可能性の

有無 
（適用の場合は該当

セクター）* 

SEIA法実施規則に規定された 
事業特性 

I 地域別開発プログラム 
(a) 営農/普及 I-(a)-1.  優良種子・苗生産プロジェクト - - 
 I-(a)-2.  市場競争力強化・作物多様化促進

プロジェクト  
- - 

 I-(a)-3.  新産品開発プロジェクト 有（産業セクター） 39. バイオ燃料用の作物栽培事業 
 I-(a)-4.  普及サービス強化プロジェクト -  
(b) 畜産 I-(b)-1.  牛乳生産支援プロジェクト 有（農業セクター） 19. 動物の飼育場 
 I-(b)-2.  肉牛生産支援プロジェクト 有（農業セクター） 19. 動物の飼育場 
 I-(b)-3.  アルパカ生産支援プロジェクト 有（農業セクター） 19. 動物の飼育場 
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セクター プロジェクト 

SEIA適用可能性の

有無 
（適用の場合は該当

セクター）* 

SEIA法実施規則に規定された 
事業特性 

(b) 畜産 I-(b)-4.  ビクーニャ管理・保護支援プロジ
ェクト 

有（農業セクター） 20. 森林ならびに野生生物に関する
法/ Ley Forestal y de Fauna Silvestre
（Ley No 27308）に準じた野生動
物の管理・利用, 

24. 羊毛、繊維、羽毛類の分類、洗
浄と梳毛 

 I-(b)-5.  クイ生産効率改善プロジェクト 有（農業セクター） 19. 動物の飼育場 
 I-(b)-6.  羊肉・羊毛生産支援プロジェクト 有（農業セクター） 19. 動物の飼育場 
(c) 内水面漁業 I-(c)-1.  内水面漁業支援 - - 
 I-(c)-2.  小規模養殖生産組織向け普及体制

構築プロジェクト 
- - 

 I-(c)-3.  小規模養殖場建設プロジェクト 有（漁業セクター） 1. 自家消費用、魚卵の生産、繁殖な
どの小規模漁業のうち、州政府に
移管されていない事業 

(d) 植林/環境保全 I-(d)-1.  植林計画策定プロジェクト - - 
 I-(d)-2.  生産林造成プロジェクト - - 
 I-(d)-3.  アグロフォレストリー支援プロジ

ェクト 
有（農業セクター） 15. アグロフォレストリー及び農畜

産品の一次加工 
(e) 灌漑 I-(e)-1.  Cuchosqueseraダム緊急放流システ

ム建設プロジェクト 
有（農業セクター） 7. 灌漑事業 

 I-(e)-2.  Ingalla ダム・灌漑水路建設プロジ
ェクト  

有（農業セクター） 7. 灌漑事業 

 I-(e)-3.  旧Cachi川特別事業第7Tambillo灌
漑地区第二期二次水路拡張・改修
プロジェクト  

有（農業セクター） 7. 灌漑事業 

 I-(e)-4.  新規・拡張灌漑プロジェクト  有（農業セクター） 7. 灌漑事業 
 I-(e)-5.  既存灌漑施設改修プロジェクト 有（農業セクター） 7. 灌漑事業 
 I-(e)-6.  テクニカル灌漑プロジェクト 有（農業セクター） 7. 灌漑事業 
 I-(e)-7.  灌漑基礎情報整理・システム構築

プロジェクト 
- - 

(f) 道路 I-(f)-1.  道路インフラ整備プロジェクト 有（交通セクター） 1. 新規交通網建設：道路、港湾、空
港、鉄道やヘリポート 

 I-(f)-2.  Acos Vinchos 地区幹線道路改良プ
ロジェクト  

有（交通セクター） 3. 道路、港湾、空港、鉄道やヘリポ
ートの改良 

 I-(f)-3.  Vicanchos-Ccaruaccocco地区幹線道
路建設プロジェクト 

有（交通セクター） 1. 新規交通網建設：道路、港湾、空
港、鉄道やヘリポート 

 I-(f)-4.  Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 地区
幹線道路建設プロジェクト 

- - 

 I-(f)-5.  集落道路参加型維持管理促進プロ
ジェクト  

- - 

 I-(f)-6.  道路整備・維持管理能力強化プロ
ジェクト 

- - 

(g) 農産物流通・
農産加工 

I-(g)-1.  農産物市場流通体制構築プロジェ
クト 

有（農業セクター） 24. 羊毛、繊維、羽毛類の分類、洗
浄と梳毛, 

25. チーズ、ヨーグルト、バター、
ミルククリーム(manjare)などの生
乳由来の一次加工品, 

33. カフェおよびカカオ等の一次加
工としての脱穀、発酵、選別、焙
煎、製粉 

50. 肉処理場 
 I-(g)-2.  流通インフラ整備促進プロジェク

ト 
- - 
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注*： -：SEIA 適用の可能性なし、従って該当する事業特性もなし 
出典：JICA 調査団作成 

13.4.2 JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づくスクリーニング、スコーピング結果および緩和策 

本開発計画（M/P）による自然・社会環境への負の影響を軽減することを目的として、現行の JICA

環境社会配慮ガイドラインに沿って、本開発計画（M/P）の提案プロジェクトを以下の手順により評価

した。 

ステップ 1： 全 39 プロジェクトを表 13.4.2 に示すチェックリストを用いてスクリーニン

グを行った。 
ステップ 2： 各プロジェクトの実施による潜在的な影響について、その度合いと性質を検

証した。 

(1) スクリーニング結果 

スクリーニングにより環境影響評価を行うために、以下の評価指標を用いて、プロジェクトが自

然および社会環境に及ぼす影響を評価した。 

評価指標 

・A+/-： 重大な正/負の影響が想定される 

・B+/-： 中程度の正/負の影響が想定される 

・C+/-： 正/負の影響の度合いが不明。（本調査終了後実施される調査での確認が必要） 

・-： 負の影響は想定されない 

開発計画（M/P）にて提案されている事業に対するスクリーニングの結果を次表に示す。 

セクター プロジェクト 

SEIA適用可能性の

有無 
（適用の場合は該当

セクター）* 

SEIA法実施規則に規定された 
事業特性 

(g) 農産物流通・
農産加工 

I-(g)-3.  農産加工業促進プロジェクト  有（農業セクター） 15. アグロフォレストリー及び農畜
産品の一次加工, 

24. 羊毛、繊維、羽毛類の分類、洗
浄と梳毛, 

31. キャッサバ、ジャガイモおよび
その他の根茎作物の一次加工と
しての製粉および澱粉加工, 

50. 肉処理場,  
  有（産業セクター） 3. バイオ燃料（バイオディーゼル

B100 やアルコール燃料）生成プラ
ンタの設置と稼動 

(h) 組織能力強化/
研修計画 

I-(h)-1.  地方政府生産者組織支援機能強化
プロジェクト 

- - 

 I-(h)-2.  地方政府公共投資事業促進機能強
化プロジェクト 

- - 

II. 地域別脆弱性軽減プログラム 
(a) 脆弱性対策 II-(a)-1. 脆弱性軽減能力向上基礎情報整備

プロジェクト 
- - 

 II-(a)-2. 脆弱性軽減能力向上気象モニタリ
ング強化・拠点整備プロジェクト

- - 

 II-(a)-3. 集落脆弱性軽減能力向上プロジェ
クト 

- - 

 II-(a)-4. 災害頻発道路緊急改修プロジェク
ト 

有（交通セクター） 4. 道路、港湾、空港、鉄道やヘリポ
ートの復旧や維持管理 

(b) 植林/環境保全 II-(b)-1. 土壌保全対策プロジェクト - - 
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表 13.4.2 開発計画（M/P）を構成するプロジェクトに対するスクリーニング結果 (1) 

評価指標は次のとおり。A+/-：重大な正/負の影響が想定される、B+/-：中程度の正/負の影響が想定される、C+/-：正/負の影響の度合いが不明。（本調査終了後実施される調査での確認が必要）、-：負の影響
は想定されない。 
また、各プロジェクトコードに対応するプロジェクト名は次のとおり。I-(a)-1. 優良種子・苗生産プロジェクト、I-(a)-2. 市場競争力強化・作物多様化促進プロジェクト、I-(a)-3. 新産品開発プロジェクト、I-(a)-4. 
普及サービス強化プロジェクト、I-(b)-1. 牛乳生産支援プロジェクト、I-(b)-2. 肉牛生産支援プロジェクト、I-(b)-3. アルパカ生産支援プロジェクト、I-(b)-4. ビクーニャ管理・保護支援プロジェクト、I-(b)-5. ク
イ生産効率改善プロジェクト、I-(b)-6. 羊肉・羊毛生産支援プロジェクト、I-(c)-1. 内水面漁業支援、I-(c)-2. 小規模養殖生産組織向け普及体制構築プロジェクト、I-(c)-3. 小規模養殖場建設プロジェクト、I-(d)-1. 
植林計画策定プロジェクト、I-(d)-2. 生産林造成プロジェクト、I-(d)-3. アグロフォレストリー支援プロジェクト、I-(e)-1. Cuchosquesera ダム緊急放流システム建設プロジェクト、I-(e)-2. Ingalla ダム・灌漑水路
建設プロジェクト 、I-(e)-3. 旧Cachi 川特別事業第 7Tambillo 灌漑地区第二期二次水路拡張・改修プロジェクト 、I-(e)-4. 新規・拡張灌漑プロジェクト、I-(e)-5. 既存灌漑施設改修プロジェクト、I-(e)-6. テクニ
カル灌漑プロジェクト、I-(e)-7. 灌漑基礎情報整理・システム構築プロジェクト 

I-(a)-1 I-(a)-2 I-(a)-3 I-(a)-4 I-(b)-1 I-(b)-2 I-(b)-3 I-(b)-4 I-(b)-5 I-(b)-6 I-(c)-1 I-(c)-2 I-(c)-3 I-(d)-1 I-(d)-2 I-(d)-3 I-(e)-1 I-(e)-2 I-(e)-3 I-(e)-4 I-(e)-5 I-(e)-6 I-(e)-7
1 非自発的住民移転 - - - - - - - - - - - - - - - - C- C- C- C- - C- -
2 雇用や生計手段等の地域経済 B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ C+ B+ B+ B+/C- B+/C- B+/C- B+/C- B+ B+/C- -
3 土地利用や地域資源利用 B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ C- B+ B+ B+ B+/C- B+/B- B+/C- B+/C- B+ B+/C- -

5 既存の社会インフラや社会サービス C+ C+ C+ - C+ C+ C+ C+ C+ C+ - - - - - - B+ C+ B+ B+ B+ B+ -

7 被害と便宜の偏在 B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- - B- B- B- B- B- - B- B- B- B- B- -

10 水利用、水利権、入会権 B-  - - - C- C- C- C- C- - B- - B- C- B- B- C- B- B- B- C- B- -

12 災害、HIV/AIDSのような感染症 - - - - C+ C+ C+ C+ C+ C+ - - - - - - C- B- C- C- - C- -

15 地下水 - - - - - - - - - - - - - - - - C- - - - - - -
16 湖沼・河川流況 - - - - - - - - - - C- - C- - - - - B- - C- - C- -
17 海岸・海域 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 地球温暖化 - - - - - - - - - - - - - B+ B+ C+ - - - ‐ - - -

-- - - -- C- - -- - - -- - - -- - - -19 自然保護区 - -

C-

-

6 貧困層・先住民族・少数民族 B+

- - - -

B+

- - - - - - - - C- C-- - - C- C- C- C- -

B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+/C- B+/C- B+/C-B+ B+ B+/C- B+ B+/C- -

C- C- C- C-  - C-C- -C- C-C- C- C- C-

C-  C- 

C- C-C- C- C- C-C- C-

C-  C- C-  C- C- C- C- C- - - C- C- C- C- C-C- C- C- - C- -

11 公衆衛生 B-  B-  B+/B-  B- B+ B+ B+B+ B+ B+  B+ B- B- -B- B- 

18 動植物、生物多様性 -

B-- - - B-B+  B+

13 地形・地質 -

14 土壌侵食 -

- - - - - - - - - - - - B- C- - - - C- C- - C- -

- - - B+  B+ B+ B+ B+ B+ C- - C- B- C- B+ B+ B+ C- C- - C- -

B-  - - - - - - - B+ - - - B- B-B+ B+ B+ B- B- C- B- -

20 気象 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

21 景観 - - - - - - -- - - - - B- -B- B- 

25 土壌汚染 B- 

B-B+ B+ C+ B-- -

23 大気汚染 -

24 水質汚濁 C- 

- - - - - - - - - - - - B- B-- - - B- B- B- B- -

C-  B+/C-  C- C+/C- C+/C- C+/C-  C+/C-  C+/C- C+/C- B+ /C- - C- B-  B- - - - - B- B- B- -

B-  B+/B-  B- ‐ - - - - - - - - C- C- - - - C- C- C- C- -

26 廃棄物 C-  - - - ‐ - - - - - - - - - B- B- B-- - B- B- B- -

27 騒音・振動 - - - - - - - - - - - - - C- C-- - - C- - C-  - -

28 地盤沈下 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

29 悪臭 - - - - C+/C- C+/C- C+/C-  C+/C-  C+/C- C+/C- - - - C-  C-- - - C- - C- - -

30 沈殿物 - - - - - - - - - - - - - - B- B- -- - - - - -

31 事故 - - - - - - - -- - - - B- B-

社
会
環
境

自
然
環
境

汚
染
対
策

- - - B-- B- B- B- -

Ⅰ 地域別開発

営農/普及 畜産 漁業 植林/環境保全 灌漑

プロジェクト

プログラム

セクター

9 地域内の利害対立

4 地域分断

8 文化遺産
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表 13.4.2 開発計画（M/P）を構成するプロジェクトに対するスクリーニング結果 (2) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価指標は次のとおり。A+/-：重大な正/負の影響が想定される、B+/-：中程度の正/負の影響が想定される、C+/-：正/負の影響の度合いが不明。（本調査終了後実施される調査での確認が必要）、-：負の影響は
想定されない。また、各プロジェクトコードに対応するプロジェクト名は次のとおり。I-(f)-1. 道路インフラ整備プロジェクト、I-(f)-2. Acos Vinchos 地区幹線道路改良プロジェクト、I-(f)-3. Vicanchos-Ccaruaccocco
地区幹線道路建設プロジェクト、I-(f)-4. Ayahuanco-Sntillana-Llochegua 地区幹線道路建設プロジェクト、I-(f)-5. 集落道路参加型維持管理促進プロジェクト、I-(f)-6. 道路整備・維持管理能力強化プロジェクト、
I-(g)-1. 農産物市場流通体制構築プロジェクト、I-(g)-2. 流通インフラ整備促進プロジェクト、I-(g)-3. 農産加工業促進プロジェクト、I-(h)-1. 地方政府生産者組織支援機能強化プロジェクト、I-(h)-2. 地方政府公
共投資事業促進機能強化プロジェクト、II-(a)-1. 脆弱性軽減能力向上基礎情報整備プロジェクト、II-(a)-2. 脆弱性軽減能力向上気象モニタリング強化・拠点整備プロジェクト、II-(a)-3. 集落脆弱性軽減能力向
上プロジェクト、II-(a)-4. 災害頻発道路緊急改修プロジェクト、II-(b)-1 土壌保全対策プロジェクト 

植林/環境保
全

I-(f)-1 I-(f)-2 I-(f)-3 I-(f)-4 I-(f)-5 I-(f)-6 I-(g)-1 I-(g)-2 I-(g)-3 I-(h)-1 I-(h)-2 II-(a)-1 II-(a)-2 II-(a)-3 II-(a)-4 II-(b)-1
1 非自発的住民移転 C- C- C-  - - - C- C-  C- - - - - - C- -
2 雇用や生計手段等の地域経済 B+ B+ B+ B+ B+ - B+ B+ B+ B+ C+ - B+ B+ B+ B+
3 土地利用や地域資源利用 C+/B-  C+/B- C+/B- C+/C- - - B+/B- B+/B-  B+/B- - - B+ B+ B+ C+/B- B+

5 既存の社会インフラや社会
サービス

B+ B+ B+ B+ B+ - B+ B+ C+ - - B+ - C+ B+ -

6 貧困層・先住民族・少数民族 B+/C-  B+/C- B+/C- B+ B+ B+ B+ B+ B+ - - - B+ B+ B+/C- B+
7 被害と便宜の偏在 B- B- B- B- B- - B- B- B- C- - - B- B- B- B-

10 水利用、水利権、入会権 C- C- C- C- C- - C- C- C- - - - - C- C- B-
11 公衆衛生 B- B- B-  C- - - B- B-  B+/B- - - - - B+  B- -
12 災害、HIV/AIDSのような感染 B+ /B-  B+ /C- B- C- - - C- C- C- - - B+ B+ B+ B+ /C- -

15 地下水 - - - - - - - ‐ - - - - - - - -
16 湖沼・河川流況 C-  - C- - - - - - - - - - - - - -
17 海岸・海域 - - - - - - - - - - - - - - - -

22 地球温暖化 ‐ - - - - - - - B+  - - - - - - B+

- C+/C-- - - -- - - -- - - -19 自然保護区 - -

プロジェクト

社
会
環

境

道路

Ⅱ地域別脆弱性軽減プログラム

セクター 農産物流通・農産加工 組織能力強化/研修計画 脆弱性対策

4 地域分断 B+/ C- C- B+/C-  B+ - - - C- C-  - - - - - C- -

8 文化遺産 C- C- C- C- - - C- C- C- - - - - - C- C-

9 地域内の利害対立 C- C- C- C- C- - C- C- C- C- - C-- - C- C-

B- C- - -13 地形・地質 B- C- - - - - - - - - C- -

14 土壌侵食 B+ /B-  B+/C- B+/B- B+/C- C- - - - - - - - - - B+/C- B+

18 動植物、生物多様性 B- B- B- C- - - C- C- C- - - - - - B- B+

20 気象 - - - - - - - - - - - - - - - -

21 景観 B- C- B- C-  - - - - -C- C- C- - C- B+

23 大気汚染 B- B- B- - -

-

- C-  C- C-  - - - - - C- -

24 水質汚濁 B-  C- B- C- B-  B- B- - - - - - C- -

25 土壌汚染 ‐ - - - ‐ - - - - - - - - - - -

26 廃棄物 B- B- B- B- - - B-  B- B- - - - - - B- -

27 騒音・振動 C- C- C- C-  - - C- C-  C- - - - - - C- -

28 地盤沈下 - - - - - - - - - - - - - - - -

29 悪臭 C- C- C- C-  - - C-  C- C- - - - - - C- -

30 沈殿物 - - - - - - -- - - - -

31 事故 B- B- B- B- -

- -

-- - - -

自
然
環

境
汚
染
対
策

- B-- C- C-  C-

- -
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(2) スコーピング結果および緩和策 

上記スクリーニングの結果として、以下に示す計 21 の指標に対して、プロジェクトの実施によ

る中程度の負の影響（B-）が想定される。事業サイクルにおいてそれぞれの負の影響が生じうる

時期およびその緩和策について、以下に記す。 

負の影響の詳細 対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 影響発生時期 緩和策 

土地利用や地域資源利用（No.3） 
施設の建設により、本来の土地利用
が影響を受ける可能性がある。 

I-(e)-2, I-(f)-1~3, 
I-(g)-1~3, II-(a)-4 

事業計画およ
び建設段階 

• 住民との協議を通じた事業地選定 
• 土地所有者に対する補償及び代替地
の確保 

被害と便益の偏在（No.7） 
女性や先住民族に対して、利益配分
が均等になされない可能性がある。 

I-(a)-1~4, I-(b)-1~6, 
I-(c)-2, I-(c)-3, 
I-(d)-1~3, I-(e)-2~6, 
I-(f)-1~5, I-(g)-1~3, 
II-(a)-2~4, II-(b)-1 

建設段階 • 計画段階からの先住民や女性の参加
促進に係る配慮および支援 

• INDEPA や MIMDES（女性開発省）
との連携 

水利用、水利権、入会権（No.10） 
苗生産施設への水供給が、特に渇水
時に他用途への水利用に支障を来
たす恐れがある。 

I-(a)-1, I-(d)-2, 
I-(d)-3 

建設段階 • 施設建設前の水源調査および周辺水
利用の確認 

• 渇水期の苗畑への水供給が困難とな
った場合は、住民協議による調整を図
る。 

ダムやため池、養殖場等の新規建設
により、上下流における水利用に影
響を与える可能性がある。 

I-(c)-1, I-(c)-3, 
I-(e)-2~4, I-(e)-6 

建設段階 • 周辺の水利用状況について確認 
• 事業代替地の検討 
• 関係機関および周辺住民との水利用
に係る協議・調整 

公衆衛生（No.11） 
農薬や化学肥料の投入の増加によ
り、健康被害が出る可能性がある。 

I-(a)-1~4 運営段階 • 政府の基準に沿った農薬使用 
• 農薬散布方法に係る、州農業局による
住民への技術指導の実施 

• 有機農薬の使用の奨励と技術支援 
工事中の作業員の流入により、衛生
状態の悪化が懸念される。 

I-(e)-1~6 , I-(f)-1~3, 
II-(a)-4 

建設段階 • 衛生管理に係る監督 
• トイレ等衛生施設の設置 
• 発生するごみの回収 

市場、出荷所、農産物加工所および
農畜産物の搬出・搬入に係る衛生管
理を怠ると、疫病等の発生につなが
る可能性がある。 

I-(g)-1~3 建設および運
営段階 

• 施設の操業や運搬車両の運行につい
て、必要に応じ SENASA（Seivicio 
Nacional de Sanidad Agraria）の許認可
の申請・取得 

• トイレや手洗い所などの衛生施設の
設置 

災害、HIV/AIDS 等感染症（No.12） 
道路および灌漑施設の新設に伴い、
斜面保護工が適切に施工されない
場合、斜面崩壊が発生する可能性が
ある。 

1-(e)-2, 1-(f)-1, 
1-(f)-3 

建設および運
営段階 

• 現地の地形・地質状況に対応した、適
切な斜面保護工の施工 

• 掘削などは乾季に実施 

地形・地質（No.13） 
施設の新設による土工に伴い、地形
が変化する可能性がある。 

I-(e)-2, I-(f)-1, 
I-(f)-3 

建設段階 • 代替地の検討 
• 切り土発生の場合は斜面保護工を検
討 

土壌侵食（No.14） 
道路の新設に伴い、斜面保護工およ
び路面排水工が適切に施工されな
い場合、流水により斜面侵食およ
び、未舗装道では路面の侵食が発生
する可能性がある。 
また道路・灌漑の施設建設時に、切
土斜面からの土壌侵食が進む可能
性がある。 

I-(f)-1, I-(f)-3, 
I-(e)-2 

建設・運営段階 • 現地の地形・地質状況に対応した、適
切な斜面保護工および路面排水工の
施工 

• 掘削などは乾季に実施 
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負の影響の詳細 対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 影響発生時期 緩和策 

湖沼・河川流況（No.16） 
灌漑ダムの建設により、下流の河川
の流況が変わる可能性がある。 

I-(e)-2 建設・運営段階 • 下流の利水活動や動植物の生息環境
に必要な流量を検討・確保 

動植物・生物多様性（No.18） 
郷土種ではない作物を導入するこ
とにより、生態系に影響が生じる可
能性がある。 

I-(a)-2 運営段階 • 固有種や絶滅危惧種を有する生態系
が周辺に存在する場合は、代替地や導
入時の手法の検討 

施設の新設および改修により、森林
伐採が発生し、動植物の生存環境に
支障を来たす可能性がある。 

I-(e)-1~4, I-(e)-6, 
I-(f)-1~3, II-(a)-4 

建設・運営段階 • 植林等の実施による動植物の生息環
境の保全 

景観（No.21） 
施設建設時に、斜面等の切り土など
を行うことで、従来の景観が変化す
る可能性がある。 

I-(e)-1~4, I-(e)-6, 
I-(f)-1, I-(f)-3 

運営段階 • 斜面保護工に加えて、可能な切土斜面
に対しては草本植栽を実施 

大気汚染（No.23） 
道路建設・改修工事中に大気中の汚
染物質が増加する。 

I-(e)-1~6, I-(f)-1~3 建設段階 • 工事用車両の速度規制やエンジンの
メンテナンス 

• 定期的な散水 
道路建設・改修後に通行車両が増
え、排出ガスが増加する可能性があ
る。 

I-(f)-1~3 運営段階 • 大気質のモニタリング 
• 通行車両の速度規制 

水質汚濁（No.24） 
施設建設および改修時に、河川へ土
砂が流出する可能性がある。 

I-(e)-2~4, I-(f)-1, 
I-(f)-3 

建設段階 • 河川から離れた場所での砂利等の砕
石処理の実施 

• DIGESA と連携した水質モニタリン
グ 

農畜産物加工場及び施設建設時に
汚濁物質が発生する可能性がある。 

I-(g)-1~3 建設段階 • 排水設備の設置 
• DIGESA と連携した水質モニタリン
グ 

農畜産物加工（コーヒーの収穫後処
理、チーズ加工、羊毛加工）時に廃
水が出る可能性がある。 

I-(g)-1~3 運営段階 • 排水設備の設置 
• DIGESA と連携した水質モニタリン
グ 

土壌汚染（No.25） 
農薬や化学肥料の投入の増加によ
り、土壌汚染が進む可能性がある。 

I-(a)-1~4 運営段階 • 政府の基準に沿った農薬使用 
• 農薬散布方法に係る、州農業局による
住民への技術指導の実施 

廃棄物（No.26） 
施設建設時に、作業員の増加により
廃棄物が増加する、また、建設廃材
などが発生する可能性がある。 

I-(e)-1~6, I-(f)-1~4, 
I-(g)-1~3, II-(a)-4 

建設段階 • 管轄市町村と連携して、適切な処理を
行う。 

農産物加工の際に産業廃棄物が発
生する。 

I-(g)-1~3 運営段階 • 管轄の市町村と連携し、農牧畜系
（agropecuario）の廃棄物として、適
切な処理の実施 

• 再利用可能な資源（菜種油かすやチー
ズ加工時の上澄み液）等をコンポスト
化など有効利用できるよう、プロジェ
クト受益者への技術指導の実施 

沈殿物（No.30） 
新規ダム建設により、上流河川から
の土砂が堆積する可能性がある。 

I-(e)-2~3 運営段階 • 河川におけるチェックダムの施工 
• 斜面の侵食土砂が原因の場合は斜面
保護工や緑化 

事故（No.31） 
施設建設中に作業による事故が発
生する危険性がある。 

I-(e)-1~8, I-(f)-1~4, 
II-(a)-4 

建設段階 • 安全管理に責任を持つ作業監督の現
場配置。 

道路建設・改修後に交通事故等が起
こる可能性がある。 

I-(f)-1~4, II-(a)-4 運営段階 • 交通標識の設置や、交通事故防止にか
かる近隣住民への啓発 

事業計画段階では、土地利用や地域資源利用についての中程度の負の影響が想定される。続く建

設段階では、土地利用や地域資源利用、被害と便益の偏在、水利用・水利権・入会権、公衆衛生、

災害や感染症、地形・地質、土壌侵食、湖沼・河川流況、動植物・生物多様性、大気汚染、水質汚
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濁、廃棄物、事故の 12 の指標に対して中程度の負の影響が生じる可能性がある。また、運営段階で

は、公衆衛生、災害や感染症、土壌侵食、湖沼・河川流況、動植物・生物多様性、景観、大気汚染、

水質汚濁、土壌汚染、廃棄物、沈殿物、事故の 12 指標に対して中程度の負の影響が懸念される。 

(3) 代替案の検討 

本開発計画（M/P）に対する代替案の検討としては、まずは第 11 章に記載するとおり、開発計画

（M/P）を構成する各プログラムは、自然・社会環境へ及ぼす影響を一つの評価指標として実施優先

順位を決定した。これに加えて本項では、開発計画（M/P）を緩和策とともに実施する場合、開発計

画（M/P）を実施しない場合での環境への影響を比較および検討する。その結果を下表にまとめる。 

表 13.4.3 開発計画（M/P）実施の有無による自然・社会環境への影響 

 № 潜在的影響 M/P 実施の
場合 

M/P 実施の
ない場合 備考 

社
会
環
境

 

1 非自発的住民移転 D - 開発計画（M/P）実施による非自発的住民移転の可能性につ
いては今後更なる調査が必要である。 

2 雇用や生計手段等
の地域経済 

A+ B- 開発計画（M/P）実施により、対象地域の生計向上が期待さ
れる。 

3 土地利用や地域資
源利用 

B+/C- C- 開発計画（M/P）実施により、対象地域の土地および資源利
用の有効化が図られる一方、施設建設により本来の土地利
用が影響を受ける懸念がある。拠って、緩和策の実施によ
り影響の逓減を図る。 

4 地域分断 D - 開発計画（M/P）実施による地域分断への影響については、
更なる調査が必要である。 

5 既存の社会インフ
ラや社会サービス 

B+ - 開発計画（M/P）の実施により既存インフラの活用が図られ
る。 

6 貧困層・先住民
族・少数民族 

A+ B- 開発計画（M/P）の実施により、貧困層の生計向上が期待さ
れる。 

7 被害と便宜の偏在 C- B- 適当な緩和策が取られれば、開発計画（M/P）は均等な利益
配分を地域にもたらすことが期待される。 

8 文化遺産 D - 開発計画（M/P）実施による遺跡への影響については、更な
る調査が必要である。 

9 地域内の利害対立 D - 開発計画（M/P）実施による地域内の利害対立の可能性につ
いては、更なる調査が必要である。 

10 水利用、水利権、
入会権 

C- B- 開発計画（M/P）で提案する灌漑事業などでは、水利組合の
結成等を予定しており、住民による水管理が促進され、水
利用の有効化が図られることが期待される。 

11 公衆衛生 C- - 開発計画（M/P）提案のインフラ建設により、主に建設時に
おける公衆衛生の悪化が懸念されるが、緩和策等の実施に
より、その影響の逓減を図る。 

12 災害、HIV/AIDS
のような感染症 

C+/C- - 上記と同様、主にインフラ建設時に感染症の発生や土工が
誘発する土砂災害が懸念されるが、緩和策等の実施により
その影響の逓減を図る。 

自
然
環
境

 

13 地形・地質 C- - 上記同様、インフラ建設による地形への影響が懸念される。

14 土壌侵食 B+/C- B- 開発計画（M/P）実施により、インフラ整備の土工に伴う土
壌侵食が懸念されるものの、牧草地管理や植林などを通じ
て植生被覆の改善が図られる。 

15 地下水 D - 開発計画（M/P）による地下水への影響については、今後の
さらなる調査が求められる。 

16 湖沼・河川流況 C- - 開発計画（M/P）実施によるダム建設により、河川流況に影
響が生じる可能性があるが、緩和策の実施による影響の
小化を図る。 

17 海岸・海域 - - - 
18 動植物、生物多様

性 
B+/C- C- 開発計画（M/P）によるインフラ建設による動植生への影響

が懸念されるものの、適当な緩和策の実施や、その他の植
林ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄや畜産ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによるﾋﾞｸｰﾆｬの保全管理など、
概して動植物には正の影響を与えると考えられる。 

19 自然保護区 D - 開発計画（M/P）によるインフラ建設や土壌保全工等、いま
だ事業スコープが確定していない案件は、今後、自然保護
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 № 潜在的影響 M/P 実施の
場合 

M/P 実施の
ない場合 備考 

区に対する更なる調査が求められる。 
20 気象 - - - 
21 景観 B+/C- C- 開発計画（M/P）によるインフラ事業による景観への影響は

あるものの、適当な緩和策の実施や植林および畜産・草地
管理などにより、景観の向上が期待される。 

22 地球温暖化 C+ C- 地球温暖化への影響については、開発計画（M/P）の実施に
よる影響に変化はないとみなす。ただし、開発計画（M/P）
の実施により、気象の変化によって地域が受ける脆弱性へ
の対処能力は高まると考えられる。 

汚
染
対
策

 

23 大気汚染 C- - 開発計画（M/P）によるインフラ事業による建設時の大気汚
染、道路整備による交通量増加による排気ガスの増加が考
えられるが、適当な緩和策の実施によりその影響を逓減さ
せることが望ましい。 

24 水質汚濁 C- C- 開発計画（M/P）によるインフラ建設より水質汚濁の発生が
懸念されるが、適当な緩和策の実施によりその影響の逓減
を図る。 

25 土壌汚染 C- C- 開発計画（M/P）によるインフラ建設より土壌汚染の発生が
懸念されるが、適当な緩和策の実施によりその影響の逓減
を図る。 

26 廃棄物 C- C- 開発計画（M/P）によるインフラ建設より廃棄物による汚染
が懸念されるが、適当な緩和策の実施によりその影響の逓
減を図る。 

27 騒音・振動 D - 開発計画（M/P）による騒音の発生については、今後の更な
る調査が求められる。 

28 地盤沈下 - - - 
29 悪臭 - - - 
30 沈殿物 C- - 開発計画（M/P）によるダム建設により土砂堆砂が懸念され

るため、緩和策の実施により影響の逓減を図る。 
31 事故 B- - 開発計画（M/P）によるインフラ事業は作業中の事故の可能

性を含むが、適当な緩和策を実施して予防を図る。・ 
注： 評価指標は次の通り。A+/-：正/負の影響が想定される、B+/-：中程度（A よりは規模が小さい）の正/負の影響が

想定される、C+/-：正/小規模の影響が想定される、D：現段階では影響の度合いが不明（本調査終了後実施され

る調査での確認が必要）、-：負の影響は想定されない 

上表に示すとおり、開発計画（M/P）および前項にて提案する緩和策を実施することにより、とり

わけ、雇用や生計手段等の地域経済、貧困層に対して正の影響が期待される。その他の、土地利用

や地域資源利用、既存の社会インフラや社会サービス、動植物や生物多様性などの環境指標におい

ても、おおむね開発計画（M/P）の実施により、負の影響が緩和されると考えられる。 

また、地域分断をはじめ、地域内の利害対立、水利用および水利権、地形・地質、湖沼・河川流

況、大気汚染、沈殿物、事故等の指標については、事業の実施による負の影響が懸念されるが、適

切な緩和策の実施により、その影響の予防と逓減を図る。 
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第 14 章 結論と実施上の課題 

14.1 結論 

本調査の対象は、アヤクチョ州の貧困農家である。これら貧困農家の主たる生計手段は農牧業であ

る。上位計画であるアヤクチョ州総合開発計画 2007-2024 では、経済開発・生産性向上の分野で「技術

力を持ち、競争力のある、市場と結びついた農牧業活動」を戦略的目的の一つとして掲げている。こ

の目的に照らして、本調査では、農牧業を切り口とした、貧困農家の脆弱性軽減ならびに生計向上に

関する課題の対応策について検討した。この結果、関連するセクターは、脆弱性対策、営農/普及、畜

産、灌漑、植林/環境保全、内水面漁業、農産物流通/農産加工、道路と幅広くなった。アヤクチョ州は、

地域的に自然環境面および社会環境面で多様性、すなわち特性を示す。この地域的特性を踏まえ、且

つ数多くの既存計画（SNIP）を念頭に置き、上記セクターで検討した結果、脆弱性軽減を目指した 5

つのプロジェクトと生計向上を目指した 34 の開発プロジェクトが形成された。 

これらのプロジェクトを円滑に実施するためには、開発資金が必要である。アヤクチョ州の過去の

開発に投資した実績と GDP の伸び率の予想をもとに 2011 年から 2020 年までの 10 年間に投資可能な

予算を推算した。この推算額をもとに、上述の 39 のプロジェクトのうち、SNIP サブプロジェクトを

多く含むプロジェクトにおいて、2020 年までに実施可能なサブプロジェクトを絞り込んだ。開発投資

額に関し、明確な内訳データがないことから、このアプローチには、幾つかの仮定が織り込まれてい

る。従い、本調査で提案された実施計画は一つの方策であり、今後開発投資額が増やせれば、サブプ

ロジェクト実施数も増え、脆弱性軽減および生計向上の更なる貢献が期待しうる。 

開発計画（M/P）の投資総額 6 億 6,500 万ソレスは、2011 - 2020 年までの 10 年間に本実施計画に適

用可能な投資予算総額（予測）7 億 9,900 万 – 8 億 3,000 万ソレスの 80 - 83%に当る。アヤクチョ州の

過去 4 年間の投資予算消化率（76 - 92%）は他州と比較し高い水準にあり、これらを勘案すると妥当な

額と判断される。一方、受益者 1 人当たり投資額は、各プロジェクトとも全体的に低めではあるもの

の SNIP 実施済・実施中プロジェクトの最大 - 最小 1 人当たり投資額の範囲に収まっており、投資額

はほぼ妥当と判断される。 

実施計画を実行していく上で、本調査で提案した、既存案件の開発優先順位は絶対であるという性

質のものでない。調査時点で入手可能な資料に基づいて定めたものである。実施に移す場合は、この

優先順位を基本としつつも、アヤクチョ州を取り巻く環境の変化を適時・的確に捉え、優先順位を見

直すことも視野に入れることが望ましい。 

14.2 実施計画の実施に向けて取り組むべき課題 

14.2.1 はじめに 

本実施計画がペルー政府によって正式に認められたとしても、実施計画の着実な実施を阻む多くの

要因が想定される。さらに、各プロジェクトから計画とおりの便益を生み出すためには、様々な事前

準備が必要である。事前準備や実施のための前提条件は以下に述べるとおりである。 

14.2.2 実施準備 

本開発計画（M/P）は、先にも述べたように多くのセクターが関与している。また、脆弱性軽減など

は、セクター横断的なプロジェクトとなる。このような状況のもと、実施計画を円滑に実施していく

には、管理を一元化することが望ましい。アヤクチョ州政府の中に、実施計画実行ユニットを事前に
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設立することを提案する。実施計画実行ユニットの第一の責務は、実施計画で提案された各プロジェ

クトの核となる実施チームを編成することである。このチームは、実施を担う中心的な職員と計画、

モニタリングおよび事務・経理を担当する職員から組織される。このような組織を作ることで優秀で

経験も豊富な職員が現在の業務から離れてプロジェクト実施に集中できるとともに、プロジェクト実

施により優秀な職員を投入することが期待される。実施計画実行ユニットは、各プロジェクトのモニ

タリングの責任も有し、各実施チームの責任者と協力して、4 半期毎にモニタリングの報告書を作成し

なければならない。この報告書に基づいて、アヤクチョ州政府では、プロジェクト実施状況、問題点、

外部要因による障害および今後数年間に実施する案件計画について協議と意見を集約する会議を毎年

開催する必要がある。この会議は、実施計画で提案されたプロジェクトの基本的な見直しと協議のた

めに行うものである。 

14.2.3 援助機関および NGOs との定期的な協議 

現在、アヤクチョ州では、多くの援助機関や NGOs が個々の方針で活動を行っている。しかしなが

ら、これらの援助機関や NGOs との間で調整や連携が持たれていない。このため、援助の方向性に統

一が取れていないだけでなく、援助の相乗効果の可能性も低くなる。さらに、州政府においても、各

援助機関ならびに NGOs の活動状況やその効果を十分に把握しているとは思えない。この状態は、効

率的な活動を遂行する上で望ましい状態ではない。今回、実施計画を実施すれば、さらに多くの分野

で開発活動が州内で展開されることになる。各プロジェクトの進捗状況や問題点を共有し、さらには

方向性の統一性を図り、援助の効果を高めるためにも、援助機関および NGOs との定期的な協議をも

つことを提案する。 

14.2.4 中央政府、州政府、地方政府間の連携 

今回の調査を通じて判明したことだが、中央政府、州政府、地方政府間の連携が十分に取れていな

い。このため、担当者が戸惑っていることが報告されている。例えば、調査団主催のワークショップ

で、ある地方政府職員が、何の事前報告がないまま、州政府主導の道路工事が始まった。このため、

地方政府が考えていた農民参加型の事業が出来なくなったと報告していた。本調査では、SNIP 案件を

含め、多くのプロジェクトが実施されることとなるが、各関連政府が連携を保ち、円滑な事業実施を

行うことが望まれる。特に、ペルー国においては、地方分権化が進んでおり、予算も含め、権限が中

央から地方へ移譲している。このような背景を踏まえ、州政府が中心となって、関連政府機関との連

携を強化し、各関連政府が納得するような円滑な事業実施を推進することを提案する。 

14.2.5 実施計画と SNIP 

実施計画では、関連する SNIP 案件の中で審査中および承認済み案件を既存計画として取り込んでい

る。一方、目標達成のために新規案件も形成している。新規案件の事業化に関しては、公共投資プロ

ジェクト（PIP）の規定に基づき、SNIP のプロセスを経る必要がある。事業化に必要な資金は、前年

度の 11 月に策定される当初予算（PIA）に計上されている必要がある。同時に、各事業規模による必

要調査レベルでの承認を取り付けて置かねばならない。資金源を援助機関など外部に求める場合は、

事業が認証されるために、経済財務省（MEF）の公共多年度計画総局（DGPM）の認証を取り付ける

必要がある。以上のように実施計画の実行にはいくつかの手続きが必要である。このような手続きを

念頭に置き、本実施計画の円滑な事業化を図ることが求められる。 
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14.2.6 環境社会配慮において今後州政府がとるべき手順 

今後、本開発計画（M/P）の提案事業の実施に当り、州政府は i) 事業の実施および ii) 郡・地区政府

に対する事業実施支援の 2 つの役割を担うことが想定される。それぞれの場合において、環境社会配

慮の観点から州政府がとるべき以下の手順が考えられる。 

(1) 州政府が事業実施主体の場合 

まず、事業への SEIA 適用の要否を確認し、適用となる場合は 13.3.1 項で述べた手順に沿い、事業

区分、環境調査の実施、環境承認の取得、事業実施に伴う環境調査での提案事項（緩和策やモニタ

リングを含む）の実施を進める。また、各段階においては、十分な住民参加を得て進めるよう配慮

する。なお、既に SNIP に申請している案件で、SNIP の要求事項にそって環境影響に係る調査が進

められている場合は、管轄の実施監督機関に相談の上、環境調査の TOR に照らして調査実施項目の

レビューを行い、不足する調査項目について更なる調査を進めることが望ましい。 

なお、住民移転や用地補償を含む事業の場合は、影響を受ける住民の生計回復に十分な予算措置

を行うこととする。 

(2) 郡・地区政府に対する実施支援（郡・地区府が事業実施主体の場合） 

郡や地区政府が事業実施主体の場合は、州政府は SEIA の手順に係る情報共有や、実施監督機関等

の関連機関との調整を行い、郡・地区政府が事業の環境承認を取得し、その後の事業実施で緩和策

やモニタリングを実施する上での支援を図ることが望ましい。 

また、13.3.1 項で述べたとおり、SEIA の実施手順は、今後実施監督機関がガイドラインや規定を

整備する予定となっている。本開発計画（M/P）で提案している事業の大半を占める農業セクターの

監督機関は、現時点では農業省（MINAG）の環境課（Direccion General de Asuntos Ambientales）とな

るが、国立天然資源庁（INRENA）の担当業務の一部を引き継ぐ形で昨年の 4 月に発足したばかりで

あり、結果として、農業セクターにおける SEIA に係る規定やガイドラインの整備と適用が他省庁に

比べて遅れている傾向にある。農業セクターを始めとした、本開発計画（M/P）関連セクターの今後

の制度整備については、適宜情報収集を図り、本開発計画（M/P）の提案プロジェクトに係る SEIA

の実施に反映させていくことが必要である。 

14.3 本調査結果の他州への適用の可能性 

本調査では、アヤクチョ州が有している地域特性を踏まえ、貧困農家の脆弱性を軽減するとともに

生計向上を達成し、貧困を削減することを目標とした開発計画（M/P）および実施計画を策定した。ア

ヤクチョ州の主要な特性は、貧困度が高いこと、地形的に標高が高く、且つ地形の起伏が大きいこと、

主たる生計手段が農牧業であることである。ペルー国 25 州のうち、このような条件が概ね該当する州

は、Huancavelica、Apurimac、Puno、Huanuco、Amazonas、Cusco、Cajamarca の 7 州である。これらの

7 州において、貧困削減を目標とした開発計画が必要な場合は、本調査で適用した手法が参考になると

考える。本調査を通じての経験だが、農牧業を切り口とした開発計画の策定では、正確な現況土地利

用に関する資料が必要だが、残念ながら入手可能ではなかった。これらの 7 州もアヤクチョ州と同様

であると思われる。従い、開発計画を策定する場合は、出来るだけ早い時期に GIS を用いた現況土地

利用図の作成を行うことが提案される。 
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